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 開  議  

 議  長  皆さん、おはようございます。 

 本日の出席議員は１６人につき、定足数に達しております。 

 これから、本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 日程第１   

 議  長  日程第１ 一般質問を、昨日に引き続き行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

２番 田口讓司議員 

 田口議員  おはようございます。 

 今日は初雪というふうなことで、大寒波がやってきております。寒くなります。お

互い健康に注意したいものでございます。 

 質問に入ります前に、先日、先の九州豪雨で被災された行方不明の１人の方の遺骨

が見つかったとの新聞記事を見ました。朝倉市の松末の方でした。よかったなと、あ

と３人も早く見つかると良いなという思う次第でございました。 

 そしてですね、継続して捜索されている消防団の働きにですね、心強くもあるし、

感服する次第でございました。今後の活動を祈るところでございます。 

 それではですね、通告書に基づき２点ほど質問していきます。 

 まず１点目に、安全で安心な町づくりについてということで、１つ西田地区の住環

境整備事業について、お尋ねいたします。 

 西田地区の住環境整備事業につきましては、以前にも質問しておりますが、精査中、

事業金額の調整など聞いておりますが、その後の進捗状況をお聞かせください。お願

いします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  おはようございます。 

 お答えいたします。 

 ３カ月前の９月議会でも同じ質問がありましたので、回答は同じとなりますが、進

捗状況につきましては、現計画案での進捗は困難だと思慮されますので、進んでおり

ません。 

 ただ、この間に地域代表者及び福岡県住宅計画課と協議を行い、町の実情を報告し

ています。また、町の財政事情が厳しくなる中で、事業効果を視野に入れ、追加整備

することなく、この事業がどこまで絞り込めるか、かつこれに併せ、財前措置が確保

できるか、十分考慮しなければならないというところでございます。以上でございま

す。 

 議  長  田口議員 

 田口議員  相変わらずの答えでございますけれども、早くですね、県と地元との打ち合わせを

よくされてですね、一刻も早い事業着手をお願いするところでございます。 

 それから２番目にですね、計画から相当期間が経過しておりますが、町政への不信、

それから行政が進める事業に影響ないか心配するところでございます。 

 地元住民の方、あるいは事業に携わった方の気持ちを考えますと、１日も早い取り

組みを願うものですが、いかがでしょうか。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 この事業は、合議の意味では事業決定をしているものではないことは、ご理解して

いただきたいと思います。 

 結論を先延ばしをしているということも問われているのかと思われますけども、事
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業ありきで、判断することは避けなければなりません。これまでの取り組みや行政の

不作為でもございませんし、手続きの留保、遅延に該当するものではないと考えてお

ります。 

 試行錯誤する中で、結果として年数が経っています。経費がかかることが問題でな

くて、経費を含めながら総合的な事業判断が最優先と考えているところでございま

す。以上です。 

 議  長  田口議員 

 田口議員  事業が決定ではないというふうな、初めて聞きましたけれども。 

 この問題は、また後にしましてですね、３番に、この事業に取り組みましては、こ

れまでの事業費等が約２,３００万ほどかかっております。結論の先延ばしが必要以上

の経費負担増を招いていると思いますが、どんなでしょうか、お尋ねします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 経費負担が重なっているということでございますけれど、これまで決算状況でいき

ますと、トータルしましてこれまで西田地区の取り組みにつきましては、２,２００万

ほど使用させていただいております。今年度も予算措置はしておりましたけれども、

執行はしておりません。 

 そういった中では、今、先ほど申しましたように、経費がかかることが問題ではな

くて、その事業判断、総事業を含めたところの事業判断を、慎重に検討していかなく

てはならないかと思っているところです。以上でございます。 

 議  長  田口議員 

 田口議員  何回も同じようなことで、今さっき言いましたように、住民の目からするとですね、

どうしよるかというふうな声がですね、私のところには来ております。一刻も早い結

論というか、そういうことも必要であろうと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 町長、どんなでしょうかね、そういうことで、国県の補助金もいろいろありましょ

うけれども、一定期間、このストック計画はですね、そういうふうな形で一定終わっ

ております。今後、新しいそういう補助金が見つかると良いなと思っておりますけれ

ども、今後の見通しについて、お願いしたいと思います。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 基本的には、今、都市計画課長が答弁したとおりでございますけれども、私どもも

努力をしております。先日も、私も直接、県のそれぞれ席にある方とお会いしまして

ですね、何らかの財源措置等は可能性があるのかと、そういった議論も十分やってき

ておりますし、また、何と言いましても、町の財政事情でございます。厳しさを増す

ばかりでございますので、そういった中で、ほんと、どこまで町として負担ができる

のかと、そういったことが基本であります。この話は当初から財政問題があるという

ことはですね、十分、地域の方もご承知だろうと思っております。 

 そういったことをお互いに努力していくということで、この事業の研究が始まった

わけでございますので、そちらのほうが、なかなか思ったようには進んでいないとい

うことでございます。研究は進めてまいります。 

 議  長  田口議員 

 田口議員  一刻も早い解決というか、話ができますことを願っております。 

 それでは２番目のですね、地域振興計画についてということで、地域コミュニティ

推進、南部５区についてですね、お尋ねしていきたいと思います。 

 南部コミュニティについてというふうなことで、少子高齢化社会、人口減少等様々
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な課題を、今後どう対応していくのかという観点から、筑前町にもですね、平成１９

年３月にコミュニティ推進計画が策定され、平成２１年４月より南部地区コミュニテ

ィをモデル事業として運営され、今日までに至っております。 

 平成２９年度活動計画を見てみますと、１つに公民館活動、公民館部会、２つに青

少年部会、３つに健康福祉部会、４つに環境安全部会、５つに運営協議会、それと南

部５区合同協議が各々計画され、運営されております。 

 予算はおよそ６４０万、町からの補助金が約５００万円、南部地区負担金が３８万

円、他バザーそれから繰越金等の収入があります。 

 地域コミュニティ推進については、これまでにも同僚議員から幾度となく質問され

ておりますが、町長は必要性は認めながらも、一方では行政区がしっかりしている。

住民の声は聞いたことかない。嘱託職員の経費もかかるなど、住民あるいは私たちの

立場からは理解しがたい答弁が繰り返されております。 

 そのような町長の姿勢に対し、南部コミュニティ運営協議会の中でも不満の声が上

がっています。 

 そこで質問ですが、モデル地区として発足した南部コミュニティをですね、町とし

て、今後どう推進、指導していくのか、お尋ねいたします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 南部コミュニティ協議会の運営につきましては、協議会が主体的かつ円滑に運営を

していただいているところでございます。町としてもコミュニティ担当職員を中心

に、会議や具体的な取り組みに参加をさせていただきながら、情報や課題の共有を行

っているところでございます。 

 今後もこのスタンスを踏まえながらですね、昨日からコミュニティのあり方につい

ては、いろいろご意見をいただいておりますし、筑前町としてのあるべきコミュニテ

ィの姿というのを、今、検討させていただいておりますので、南部コミュニティの活

動の検証も踏まえ、方向性を出していきたいというふうに思っております。 

 議  長  田口議員 

 田口議員  ９年目を迎えた南部コミュニティでございますけれども、ここでですね、本当に今

までの推進計画、活動は検証されたのかと。また、南部コミュニティの目指す目標達

成度はですね、達成というか、それに向かっての度合いというか、それはどのくらい

と思われるかですね、お尋ねしたいと思います。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 南部コミュニティ運営協議会につきましては、毎年毎年、役員会、総会等を開いて

いただきながらですね、事業の報告それから事業計画、予算、決算等をやっていただ

いております。それぞれの総括に踏まえて、もう議員ご存じのとおり、いくつかの部

会に分かれながらですね、活動していただいておりまして、この活動が今後の方向性

を示している、そのことをですね、総括を踏まえながら活動がされているというふう

に思っておりますので、その中で方向性というのは、着実に前に進んでいるのではな

いかというふうに思っているところでございますし、併せて具体的な達成度につきま

してはですね、また運営協議会さんとも協議をさせていただきながら、その状況につ

いては、把握をしてまいりたいというふうに思っております。 

 議  長  田口議員 

 田口議員  私が思うにですね、南部５区とも、1つの南高田につきましては、そういう公民館

活動はですね、いかがなものかと、私は分かりませんけれども、他の４区はですね、

やっぱり自分の地区の公民館活動、それから区の活動もありましてですね、相当計画
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もたくさんになってですね、これでいいのかと。運営協議会の中での話もありますけ

れども、方向性をやっぱりしっかり出さんと、公民館活動とだぶってですね、最初の

少子高齢化社会においての、南部５区のコミュニティはどうなのかということが薄れ

てくるんじゃなかろうかと思います。 

 そういう声もですね、二重じゃないかというふうなことも、やっぱ負担になってい

るところでございます。 

 次に、いつも言われます経費削減、私もこれにはですね、約５００万という行政か

らの支援、補助があっております。ほとんど嘱託職員のですね、手当というふうなこ

とでございます。 

 これもいかがなものかということで、早く自主独立な組織にしたほうがいいんじゃ

ないかと、いうふうにも思っております。 

 それにはですね、ちょっと課長も担当職員も頑張っておりますけれども、ひとつ楔

を打つというふうなことで、行政職員の人材育成を考えながら、ある一定期間、少年

大使館で行政の仕事とコミュニティの勉強をしてもらってですね、少しでも早く自主

独立を促したらどうだろうかと思いますが、町長、どんなでしょうか。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 貴重なご意見ありがとうございます。 

 本当に前例のない、本町にとって取り組みでございます。９年ほど前、ああいった

施設が県のほうから提供いただいたということで、あそこでぜひ、モデルのコミュニ

ティを育てていったらということで、かなり地元の方々等には、ある面ではご苦労が

あろうことだろうと思っております。 

 そこで、本当にあの施設を利用して、活用して、本当に良かったというふうな意見

をたくさん聞くことができればですね、非常に他の地域にとっても力になるのかなと

思うところもあります。 

 したがいまして、今、議員のほうからも意見が出ましたように、ぜひ、この８年間、

９年間取り組まれた方々のご意見を一度聞かせていただいて、その上でまた町のほう

もですね、方向性を協議しながら作り上げていきたいと、そのように考えます。 

 ぜひ地元の、できれば全員というわけにはまいりませんので、役員の方々ぐらいと

ですね、協議の場を開かせていただくように、そして私も出席させていただきますの

で、率直なご意見を伺いたいなと思うところであります。 

 別にあそこが、ほんとそれが非常にいいならですね、そんな地域をつくることに、

すごい力になると思いますし、課題が多ければですね、勇気を持ってある面では改善

しなければならないと思うところもございます。以上でございます。 

 議  長  田口議員 

 田口議員  今、町長からもですね、勇気を持った行動というふうなことで、９年目を迎えた南

部コミュニティでございますので、課長もそういう話し合いをしたいというふうな声

もありますけれども、早急にですね、私は早く運営協議会とですね、こういう行政と

の話し合いを早く持ってもらいたい。そして検証を、そして、いわゆるいろんなコミ

ュニティがよそにできないかというふうな話も、同僚議員からしておられますけれど

も、いつも私は、この経費がですね、いつも頭の中にありまして、じゃあ、うちで５

００万というふうな、それもですね、活動費じゃないんでしょう。人件費として、そ

ういう段々と増えておりますけれども、そういうことを一度見直すと。そして、やっ

ぱもう９年目ですから、１０年一区切りというふうなことで、決断をですね、やはり

せないかんだろうというふうに思っております。 

 これはですね、西田地区もそうでございますけれども、何か行き詰った、何か打開
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せないかんというふうに思います。 

 今、町長もですね、早く、そういうふうな話し合いをしたいというふうなことでご

ざいますので、私のほうからも伝えておきたいと思います。 

 それでですね、次にこれは運営の問題だろうと思いますけれども、何か使い勝手が

よくない、寄り勝手が悪いという声があります。 

 このことはですね、自由に気安く入る部屋あるいは休憩所がないですね。何かと四

角四面でありすぎるということでございますが、南部コミュニティにとってはです

ね、非常に使い勝手あるいはそういう部屋、そういうのもですね、今後は必要だろう

と思いますが、いかがでしょうか。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 少年大使館につきましては、事務局長それから事務の方、それから管理人さん２名

ということで、全体で４名でですね、朝から夜まで、施設管理も含めてお願いをして

おるところでございます。 

 先ほど言いましたような課題等につきましては、状況をこちらのほうでも把握をし

ていきたいというふうに思っておりますし、改善が必要であればですね、協議会とも

お話をさせていただきながら、改善に向けた検討をしていきたいというふうに思って

おります。 

 議  長  田口議員 

 田口議員  南部コミュニティそれから少年大使館、これは一体となって進めないかんことでご

ざいますけれども、やはり一番大事なのはですね、地域の住民が、あるいはいろんな

太刀洗駅を中心とした発展を願うならばですね、ちょっと大使館に寄って行こうか、

そしてどんなふうなものがあるだろうかといふうなことも必要だろうし、横に広場が

あります。グラウンドゴルフを相当してありますけれども、ほとんどの方がこの大使

館に寄って行かない。ちょっと寄って、そこで話をしようかという声も聞こえないと

いうふうな、何か桜の木の下でありますので、そこで集まってくださいというふうな

ことでございます。ドアを開けないと大使館に入れないというふうなことは、いかが

なものかというふうに思っております。それでですね、誰でも気安く入られる。 

 それから、少しずつではありますけれども、建設課のおかげでですね、周辺の道路

整備、そういうのがなされてですね、相当、キリンビールが主催されるいろんなイベ

ントの中ではですね、相当な数が太刀洗駅あるいは高田駅からですね、歩いて行かれ

ておるというふうな状況でございます。非常に大事な地点、ポイントじゃなかろうか

というふうに思っております。 

 最後にですね、各々の自治区の活動もある中で、各自治区の本体は揺るがせないも

のでございますので、今後より良い南部コミュニティができますことを願って、私の

質問を終わります。よろしくお願いします。 

 議  長  これで２番 田口讓司議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をいたします。 

 １０時３５分より再開します。 

 （１０：２５） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （１０：３５） 

 議  長  １２番 梅田美代子議員 

 梅田議員  おはようございます。 
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 通告に従いまして、質問をいたします。 

 まずは、子育てに関してでございます。 

 庁舎内に赤ちゃんの駅がありますけれども、ぜひ、さらなる整備充実をお願いした

いと思いまして、質問させていただきます。 

 子どもを連れて外出しやすい環境整備といたしまして、赤ちゃんの駅を設置してい

ただきました。当時、先進的な取り組みといたしまして、西日本新聞にも大きく掲載

されておりました。そして町外の方からは、のぼり旗を見て、筑前町は子育てにやさ

しい町ですねという高い評価、声をいただきました。現在、赤ちゃんの駅へ協力いた

だいております企業の皆様には、心より感謝を申し上げます。 

 ところで、今言いましたように、本庁舎内２階に赤ちゃんの駅が設置されています

が、場所として分かりにくいのではないかと常々思っております。利用者数など利用

状況をお伺いしたいと思います。 

 また、赤ちゃんの駅と言いますのは、赤ちゃんをあやしたり、おむつを換えたり、

授乳等に利用されますので、ミルクを作るためのお湯等も必要であります。使い勝手、

支障がないのか、整備機能は整っているのか、まずお伺いいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 本庁２階にあります赤ちゃんの駅の設定状況、また使用状況について、ご報告いた

したいと思います。 

 設備状況ですけれども、２階の食堂の奥に和室がございますので、その畳の部屋を

１つ確保し、赤ちゃんの駅として設定をしております。 

 この場所は自由に使っていただけますので、おむつ換えとか授乳もできますし、兄

弟児や同伴のご家族の方も一緒に入れるスペースとして確保しております。 

 また、ポットのことなんですけれども、ミルク用のポットのお湯としましては、設

定温度がございましたり、衛生面の管理の面もございますので、２階に常時、あの場

所に人がいるわけではございませんので、一応、公表している内容としては、ポット

でのお湯の提供というのは、２階の赤ちゃんの駅では提供はしておりません。 

 利用状況ですけれども、正の字を付けてるわけではないんですけれども、１階の住

民課の窓口のほうに、お尋ねいただく方が多いということで、数カ月に１件程度とい

うところで、住民課の職員のほうが２階にご案内しているという状況です。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  数カ月に１件程度ということは、本当に認知されてないというふうに捉えられると

思います。 

 ところで、ふるさと納税で赤ちゃんの駅に多額の寄附が寄せられているということ

を聞いておりますが、これまでに寄せられた寄附の累積総額、そして、また活用され

た額、現在、どれだけ残高として残っているのか、お伺いいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 筑前町ふるさと応援基金の寄附の実績について、申し上げます。 

 赤ちゃんの駅事業に関してですけれども、これまでの累積総額といたしまして、２

９年途中ではございますが、１,９３８万５,０００円となっております。 

 そのうち使用いたしましたものが、赤ちゃんの旗とか、それからポール、下の支柱

台、それから昨年度におきましては、貸し出し用のおむつ台でありますとか、それか

らスペースを確保するための衝立というものを購入いたしまして、累積使用金額のほ

うが４２万円となっております。 

 残りのほうが１,８９６万４,８２５円です。以上です。 
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 議  長  梅田議員 

 梅田議員  本当にありがたいことに、２,０００万近い善意が寄せられているわけでございま

す。 

 これをですね、やはり、本来の赤ちゃんの駅として、ぜひ使っていただきたいなと

思っている次第でございますが、私、ちょっと提案をさせていただきと思いますが。 

 ２０２０年度オリンピック・パラリンピックに向けて、国としては禁煙を推進して

おります。 

 そして上野動物園におきましては、シャンシャンのパンダを公開するにあたりまし

て、本日から子どもを受動喫煙から守るために、全面、上野動物園は禁煙にしたとい

うふうに言われております。 

 今、言いましたように、本当に赤ちゃんの駅事業に対して、ありがたくも多くの方

から多額の寄附をお寄せいただいております。この寄附をしていただいた方の気持

ち、期待に応えるためには見える化を図って、形ある施設として、子育て中の親子が

本当に気軽に立ち寄れる、本来の赤ちゃんの駅のために活用すべきと考えておりま

す。 

 そこで、今、本庁の１階に喫煙室がありますが、あそこを撤去いたしまして、その

あとに赤ちゃんの駅という形で整備されてはどうかなというふうに、私は考えており

ます。 

 役場に入ってすぐに、喫煙室が目に入るよりも、赤ちゃんの駅が目に入ったほうが、

よほど子育てにやさしい筑前町だなということを、町内外の方にアピールできるんで

はないかなというふうに思っております。 

 現在、なかなか認知されてないようですが、やはり、今の２階にはとりあえず場所

を確保されているというふうにしか捉えられませんので、現状でよいというふうなお

考えをお持ちなのか、何かお考えがありましたら、お伺いいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 議員がおっしゃいますように、いろいろな場面での子育て世代の子どもさん方、子

ども連れでの子育て環境を図る目的で、この赤ちゃんの駅事業がスタートをしており

ます。全国の皆様から寄せられました多額の寄附金本当にありがたく思っておるとこ

ろです。また、町内の各事業所の皆様にもご協力を得ながら、事業所も含めまして、

現在６３カ所の、この子どもの駅の事業所、それから公共場所等の設置がされており

ます。 

 その中で本庁舎というのが、まず起点になるところではないかというのは、感じて

おるところです。議員がおっしゃいましたように、１階の喫煙所、そこもいろんな形

での、喫煙所自体の問題もございますけれども、この子育てに関しての利用について

検討したこともございました。 

 ただ、今現在、健康課のほうが主管で行われておりますが、子育て世代包括支援セ

ンター、これが国のほうでは平成３２年度までに、市町村に設置するようにというこ

とを通知をしております。その中で、健康課とこども課とで協議をしながら、この子

育て世代包括支援センターと併設という形で、本町におきますこの赤ちゃんの駅事業

の、町内の１つのシンボルとなるようなものを想定しているところでございます。 

 まだ協議中でございまして、その設置場所とか規模に関して、ここでご説明する内

容がございませんけれども、今後とも来年度、子育て世代包括支援センターが開設を

するような見通しで、今のところ協議を進めておりますので、その中でご提案できれ

ばと思っております。以上です。 

 議  長  梅田議員 
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 梅田議員  子育て世代包括支援センターは、私は何度も議会質問させていただきまして、よう

やく３０年度中にはつくりますという明快な回答を得ているわけでございます。 

 その中で赤ちゃんの駅もつくり、シンボル的なものとしたいということでございま

すので、もう本当に大きな期待を持って見守りたいと思いますが、３０年度に素晴ら

しいものができるというふうに期待をさせていただきたいと思います。 

 場所等いろいろ今、模索中というか検討中ということでございますが、私はどうし

てもですね、それはそれとして今後検討していただきたいと思うんですが、本町の玄

関を入ってすぐ右側に喫煙室があるという、なんかこれがですね、ちょっと気持ち的

に引っかかる部分がありまして、やっぱり子育てにやさしい筑前町といたしまして

は、あまりイメージが良いものではないと思います。 

 今の喫煙室のあり方、町長どのようにご認識されているのか、そして、この多くの

善意ある赤ちゃんの駅への寄附に対しての認識について、町長のご見解がありました

らお尋ねいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 赤ちゃんの駅につきましては、今、こども課長が説明いたしましたように、健康課

と十分協議しながら、もちろん来年度の予算、一般財源等々と十分調整をしながら、

今、検討している最中であります。 

 それと喫煙ルームにつきましては、確かに今ですね、大きく喫煙の取り巻く環境が

変化しているなということは実感しているところであります。 

 ただ、これはまだまだ喫煙者もかなりおられるということでですね、十分な意見を

聞きながら、今後対応していきたいと思っております。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  先ほど言いますように、オリンピック・パラリンピックに向けて、国のほうも禁煙

という形で進めておりますので、そういった意味からもですね、そこら辺をしっかり

と、それは喫煙される方の意見も、当然大事だとは思いますけど、意見を聞かれて、

なるべくなら、あまり目立たないところがいいのかなというふうに考えております。 

 次に移ります。 

 ２０１６年９月議会で婚姻届、出生届を出されるときに、人生の記念として記念撮

影をすることができる筑前町オリジナルパネルを作成して、町として祝福の心を表し

てはどうですかということを提案させていただきましたら、本当にオリジナルパネル

に限らず町のＰＲになるもの等、また貰って記念になる物を研究していきたいとい

う、たいへん前向きなご回答でございましたので期待しておりますが、これが現在ど

のように進んでいるのかということをお尋ねしたいんですけれども、その前に現在の

婚姻届、出生届の推移と言いますか、それをお尋ねしたいと思います。 

 議  長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 婚姻届出、出生届出数の推移ですけれども、過去５年間ということで、各年度末で、

平成２４年度が８０９件、その内、窓口で提出された分が３６３件、平成２５年度が、

すみません、婚姻届と出生届の合計数です、これは。別々ですか。 

 婚姻届出数が、２４年度が４０７件、その内、窓口が１１８件、平成２５年度が４

２１件、その内、窓口が１２６件、平成２６年度が３７５件、その内、窓口が１０４

件、平成２７年度が４０１件、窓口が１３３件、平成２８年度が４０３件で窓口が１

１６件。 

 出生届出に関しましては、平成２４年度が全数が４０２件、窓口で出されたのが２

４５件、平成２５年度が４０８件、窓口が２５５件、平成２６年度が４１３件、窓口
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が２５４件、平成２７年度が４１９件、窓口が２６０件、平成２８年度が４１８件で

窓口が２５７件となっております。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  報告ありがとうございました。 

 減少することなく安定して平均的に推移しているということは、喜ばしいことだな

というふうに思います。婚姻届、出生届に来られた方が幸せな気持ちで、この筑前町

から未来へ希望を持って人生をスタートしていただける。そして筑前町に定住してい

ただきたいということを願います。 

 検討していただくということでございました、記念撮影用のパネルまた贈答品等で

すね。そういったことで、なるべくならこれだけの方たちが出生届なり婚姻届を出さ

れているわけですので、１日も早く実施していただきたいと願っておりますが、現在

検討をどのように行われているのか、少し具体的にお尋ねしたいと思います。 

 議  長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 記念撮影用のパネルの設置等につきまして、他の自治体の取り組みですとか参考と

なる事例の研究を行いました。課内の検討を行っております。 

 その段階におきまして、パネルを設置するスペースやその管理、あと記念品であれ

ばどういったものを贈るか、また贈る範囲や費用面、保管面などの課題が出されまし

た。 

 他の課との打ち合わせや詰めた協議が必要なところで、今のところ、まだ取りまと

めができていないという状況となっております。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  さっきも言いましたように、１日も早く実施をする方向で取り組んでほしいなと思

うんですが、取りまとめができてないということは、いつを基準に目標は、取りまと

めはいつされるんでしょうか、お尋ねします。 

 議  長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 なるべく早急にですね、今、課内のほうでも検討は続けております。他の課と協議

が必要な部分についてはですね、そちらの課と調整をしまして、詰めていきたいと思

っております。 

 住民サービスの向上に関しましては、いろいろな角度から検討しておりますので、

議員ご提案の件につきましても、今後なるべく早く具体的な部分の検討を進め、形に

していきたいと思っております。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  早急にという言葉が出てきましたので、できましたら来年度、早々にでもですね、

すぐスタートできるように、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。 

 スペースの問題ということを言われましたけど、しつこいようですが、あそこの喫

煙ルームですね、なんか、ああいったところも大いに活用できるのではないかなとい

うことを、ぜひ検討をしていただきたいと思います。 

 それと、総合支所への届出も当然あると思いますので、本庁はもちろんなんですが、

総合支所へ届けにお出でになった方たちに対しましても、速やかな対応をぜひ実施お

願いしたいと思います。 

 また、いろいろ調べてみますと、届出の用紙、現在、事務的と言いますか、殺風景

と言いますか、無機質な書類なんですけれども、やっぱりそこにですね、オリジナル

のイラストが入ったりとか、いろいろ自治体で工夫されているところもございます。

パソコンからダウンロードして提出されるとかですね、そういういろいろな方向も考
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えられるんじゃないかなと思いますが、その点、ひと言お願いいたします。 

 議  長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 オリジナルの婚姻届とか出生届につきましてもですね、併せて検討しておりますの

で、そちらについてももうちょっと研究をしていきたいと思っております。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  筑前町は子育てにやさしい町ということをですね、しっかりアピールできると思い

ます。先ほどのことに関してもそうですが、やっぱりこの筑前町に来て良かったなと、

筑前町から晴れやかな気持ちでスタートでき、そして定住していただければ本当に幸

いでございますので、よろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 ごみ環境のこと、特にごみに特化して質問いたします。 

 種別ごとのごみ量の推移について、まずお尋ねしますが。 

 先日、１１月１８日三輪小学校にて三輪っ子文化祭がありました。どの学年も素晴

らしくとても感動いたしましたが、特に４年生の発表、劇、「生まれ変わるごみの旅、

未来に残そうきれいな筑前町」。これはサン・ポートで学んだ、ごみ問題について、

とてもよくまとめられ、混ぜればごみ、分ければ資源を分かりやすく訴える見事な発

表でございました。学校内だけの発表ではもったいないなという気持ちでございまし

た。子どもたちには学んだことをぜひとも家庭や地域の人に伝えていってほしいなと

思います。 

 ところでごみ、１８分別されており回収されていますが、減量化にはごみの現況を

やっぱり住民が知ることが必要だと思います。そこで家庭系、事業系がありますが、

１８分別の中で特に増加傾向にあるごみの種類及びごみの量等の推移、また減量化へ

の取り組み等ございましたら、現況をお伺いいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  ごみの搬出量につきまして、担当課よりご説明いたします。 

 ごみ減量化対策につきましては、本町の重点課題として捉えておりまして、広報紙

や防災行政無線、そして各区の環境美化推進員の指導により、住民のご理解、ご協力

を得て、資源ごみの１８分別の徹底、あと再資源化活動を積極的に取り組んでいると

ころでございます。 

 サン・ポートに搬入されました筑前町の過去３カ年の各種のごみの推移ですが、平

成２６年度のごみは、全体で８,２１４ｔ、その内、事業所から出たごみは２７７ｔ、

３％程度でありまして、ほとんど家庭から出るごみとなっております。 

 また、全体のうち各行政区で取り組んでいただいている分別収集で出ましたアルミ

缶やペットボトル、容器包装紙、プラ等の資源ごみでございますが、一旦サン・ポー

トに搬入され、再利用のために資源化物として、またサン・ポートから搬出されてお

ります。その量は３５７ｔございます。実質のごみ処理量は、先ほどの全体から差し

引きまして７,８５６ｔというふうになります。 

２７年度につきましては、全体が８,３０６ｔ、その内、資源化物として搬出するも

のが３７４ｔ、そして２８年度は、全体が８,２３１ｔ、その内、資源化物が４０４ｔ

で搬出されているような状況でございます。 

傾向としましては、２８年度が前年度比で全体ごみ量の７５ｔ減、さらに資源化物

搬出量も３０ｔ増えていますことから、合わせて１０５ｔとなりまして、率にしまし

たら１％の減量というふうになっております。 

分別回収による資源化物４０４ｔの主な搬出物でございますが、ビン類が最も多

く、次にペットボトル、３番目に容器包装・プラ、４番目に鋼金属類、そして５位に
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缶類の順で再利用されております。 

 なお、サン・ポート以外の搬出量で、ＰＴＡとか老人会等で集団回収された新聞紙

や段ボール、あと雑誌、古布類、これが５０８ｔございますので、合わせますと９１

２ｔがリサイクルをされている状況でございます。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  ありがとうございました。 

 ごみは本当にほっとけばどんどん、どんどん増えるばかりでございますが、今、報

告がありましたように、２８年度におきましては、前年度比、資源化物が３０ｔ増え

ているということで、トータルで１％減量化されているということ、これは行政の努

力とともに、やはり住民の努力の賜物ではないかというふうに思っています。 

 やはり住民自らがごみに対してしっかり意識を持って削減努力をするということ

が、今後とも大事なことであるというふうに思っております。 

 次に、九州豪雨災害の受け入れ状況についてなんですが、７月の九州豪雨災害から

６カ月となりました。被災者の皆様はたいへんなご苦労の日々を送られているとご推

察いたします。１日も早い復旧・復興心から願っております。 

 甚大な被害により災害ごみが発生いたしておりますが、これまでにサン・ポートに

搬入されました災害ごみの搬入量、そして課題等がありましたらお伺いいたします。

また、サン・ポートでの処理量を上回った災害ごみの協力先、搬入先の処分の現況を

お伺いいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  朝倉市、東峰村で７月の豪雨により大量に発生しました家庭の災害ごみにつきまし

ては、議員おっしゃいますようにサン・ポートで受け入れをしておりまして、焼却処

理を行っております。 

 発災から９月までのサン・ポートへの災害ごみ搬入量につきましては、朝倉市が８

６３ｔ、東峰村が４５ｔの、合わせて９０９ｔと、小学校の２５ｍプールでたとえま

すと、約２杯分ぐらいが通常のごみは別に、この災害ごみが搬入されている状況でご

ざいます。 

 ただし、通常のごみと合わせて莫大な量となってございます。施設の処理能力が追

い付かない状況となりまして、他の処理施設への応援要請し、処理を行っているよう

な状況でございます。 

 なお、道路や農地に堆積しております流木等につきましては、圏内で２０万ｔ、こ

ちらは５０ｍプールに１４４杯と言われておりますが、国・県も交えまして、現在も

処理が行われている状況です。処理の詳細につきましてはですね、本町では把握がで

きてないものでございます。 

 サン・ポートで処理が困難であるごみにつきましては、近隣の処理施設のほうに依

頼をしております。１つが久留米市の宮ノ陣クリーンセンター、こちらで４８０ｔ、

筑紫野市のクリーンヒル宝満、こちらで３３３ｔと、合わせて８１３ｔの搬入協力を

得て処理を行ったところでございます。 

 また、熊本市のボランティア収集運搬をはじめまして、福岡市や北九州市からも相

当台数のごみ収集車が駆けつけておりまして、ごみ処理の支援を行っていただいたと

ころでもございます。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  改めて、今報告を受けますと、本当に多大なる被害だったということが、改めて想

像できます。災害ごみも本当に多く出ている現状を改めて感じた次第でございます。 

 多くの方々、久留米のクリーンセンターと、そしてまた熊本、北九州、福岡、いろ

んな方々の自治体の協力があったということも改めて感じた次第でございます。感謝
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したいと思います。 

 ところで、この災害ごみが発生したことによりまして、その受け入れに対しまして、

町民に対してごみ減量をお願いしますというふうな協力要請をされておりましたけ

れども、この協力要請に対しまして、町民の意識と言いますか、協力はいかがだった

のかお尋ねいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  ９月の広報紙で朝倉市と東峰村の災害ごみ搬入に伴う可燃ごみの減量化とさらな

る分別の取り組みをお願いしましたところですが、時期が重なるようにして、サン・

ポートへの直接搬入の料金改定、これを１０月に行ったことによりましてですね、ち

ょっと駆け込みと思われるような大量の一般ごみの直接搬入がございまして、１０月

末時点では昨年の時期と比べまして、１２７ｔ増えているような状況でございます。 

 このため今月の広報紙でもですね、さらなる分別による資源化依頼と併せまして、

古紙集団回収の積極的な取り組みを呼びかけているところでございます。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  ちょうど１０月末時点という、この駆け込み、理解できないことはありませんで、

仕方ないのかなというふうには思います。 

 ということはやはり、今後やっぱり私たち自身がさらなるごみ減量、古紙回収等に

しっかり協力していかないといけないんだなということを思っております。 

 次の質問なんですが、今よりもさらなる小型のごみ袋を作ってほしいという要望が

ございまして、質問させていただきますが。 

 まず、現況なんですが、高齢者世帯、独居世帯が増加傾向にございます。本町の１

人世帯また２人世帯の数、そして、それは世帯数の何％に当たるのか。現在の１世帯

当たりの平均人数、そして高齢者、６５歳以上が何％、また７５歳以上は何％なのか

ということを、まずお尋ねをいたします。 

 議  長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 町内のお一人の世帯ですけれども、本年１１月１日時点で２,７１２世帯、全世帯数

の２４.９％になります。 

 お二人世帯ですけれども、同じく１１月１日時点で２,８７４世帯、これは全世帯数

の２６.４％、１世帯当たりの平均人数ですけれども、２.７２人となっております。 

 また６５歳以上の高齢者の割合ですけれども、これは、平成２９年の３月３１日時

点ですけれども、２８.２％。７５歳以上の方の割合は１３.４％です。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  ありがとうございました。 

 平成２８年度決算資料を見てみますと、世帯数は、合併後１０年で１,０００世帯に

増加しているというふうに書かれておりまして、資源ごみのさらなる分別協力が必要

と掲載されております。 

 今、報告いただきましたように、人口、世帯構成が大きく変化をしております。現

在、ごみ袋は大と小の２種類が販売されていますが、住民からは以前から、さらに小

さい小型のごみ袋を販売してほしいという要望があっております。ぜひとも住民の要

望に応えていただきたく、今回、議会質問をさせていただいております。 

 この質問にあたりまして、周辺自治体を調査いたしました。大中小３種類のごみ袋

を販売してあります。ちなみにこれは筑紫野市から借りてまいりまして、筑紫野市は

これ普通という形のものなんですね。それと小さいものなんです。そして大というの

があります。だから普通は普通の袋を使うという、この発想だと思います。筑前町は

大と小、２種類しかないということなんですよね。 
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 他にもいろいろ調べてみましたら、４５ℓ、３０ℓ、１５ℓとかですね、なんかそう

いう方向で、３種類はどこの自治体でもあるなと分かりました。調べた結果ですね。 

 それで、今報告いただきました筑前町１人世帯２４.９％、２人世帯２６.４％とい

うことは、５０％の世帯が１人か２人かということで、ごみ収集週２回行われていま

すが、分別いたしますと、１人世帯、２人世帯では、現在のごみ袋が満杯になるほど

のごみは、なかなかたまらないというふうに住民からは言われます。 

 特に高齢者の世帯におきましては、生活を段々縮小されつつあります。その傾向に

ありますので、人間の心理として、大きい袋になりますと、やっぱり満杯になってか

ら出そうというふうに、そういう心理状態が働きますので、ついついごみ袋に入れて

しまいがちというかですね、そして、ごみを結果的に増やす結果となりますし、また

夏場になりますと、満杯になって出そうとすれば、やっぱり臭いや虫が発生しまして

不衛生になります。 

 大きな袋に満杯に詰め込んで、筑前町も小さいのもありますけども、そこそこ大き

いですよね、筑前町の小さいほうと言っても。それで、それを満杯に詰め込んで出そ

うとすれば、自宅からごみ収集場所への持ち運びと言いますか、本当に大変でござい

ます。 

 ある住民の方は、ごみの分別を注意されたことをきっかけに、ものすごく分別に取

り組むようになったそうです。どうしても、もう一回り小さいごみ袋で十分であると

いうふうに言われました。 

 現状を見据えたときに、さらに、ごみの小型のごみ袋、生ごみ袋というのは、やっ

ぱり考えていく必要があるのではないかなというふうに、私は強く感じております。

その点について、ぜひ取り組んでいただきたいと思っていますが、お考えをお伺いい

たします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 議員がおっしゃいますようにですね、１人、２人世帯の方が多くおられますことと、

併せまして、日ごろから、住民の方にはごみの１８分別等に積極的な取り組みをいた

だいております。 

 本町の分別によるリサイクル率は、全国平均２１％に対しまして、３１％と１０ポ

イント上回っております。１,７５６団体中３８５位に位置するものでございます。 

 上位ではないものの、皆さんのごみの減量化意識は高いものであるというふうに承

知しているものでございます。 

 このように、きちんと分別されている方々につきましては、燃えるごみが小さい袋

でも余るため、ポリバケツ等でのため置きをお願いしているところでございますけ

ど、先ほど申されましたように、夏場の生ごみの問題等もあり、たいへんご不便をお

かけしているのも実情であると思われます。 

 実を申しますと、現在の２種類のごみ袋につきましては、ごみ減量化対策を踏まえ

サイズ等の見直しを検討中でございます。その中で大中小の案を、近隣自治体の規格

等も参考にしながら、協議を行っている最中でございます。 

 また、本町の小さい袋が４０ℓに対しまして、近隣自治体には１８から１５ℓの小さ

いサイズを使用しているというところが複数ございました。実態も踏まえですね、住

民のニーズに沿うように、総合的な考えのもと、検討していかなければならないと思

っているところでもございます。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  先ほど筑前町のごみ分別と言いますか、取り組む体制というのが、全国１,７５０自

治体のうち３８５位ということを申されましまたが、こういうことはですね、やはり
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住民の皆さんが頑張ってある姿がこういう形であがってきていると思います。 

１番、２番じゃありませんけれども、やはり３８５位ということは大いにアピール

してですね、住民の皆様のおかげで、こういうふうに筑前町はこの位置にありますと

いうふうな、そういうアピール、発信ということは、広報等でもしてくだされば、も

っと住民の意識も高まるんじゃないかなと思いますので、その点よろしくお願いいた

します。 

 ごみ袋サイズの件なんですけども、一歩踏み出していただきまして、サイズ等の見

直しを現在検討中ということでございます。近隣の自治体も、課長もよく調査をして

いただいておりまして、大中小の案も含めて、しっかり協議を行っていらっしゃると

いうことでございますが、現在検討中、すいませんね、来年度結論が出ますでしょう

か。できたらですね、来年度からスタートとか、そういうふうに３種類販売していた

だけるものなのかどうなのか、その点お尋ねいたします。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 サイズを変えるということになれば、製作する枚数等も変更が出てくるかと思いま

す。現在ですね、そういった予算の関係もございますので、いろいろ調査をした上で

ですね、来年度、これが再来年度になるかもしれません。今から予算の査定等もござ

いますので、その辺りで来年度から早速始めますということは、ちょっとこの場では

まだ申し上げることができないような状況です。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  住民要望もございますし、先ほど言いましたように、１人世帯、２人世帯合わせた

ら５０％以上あるわけです。 

 課長が答弁されましたが、町長の気持ちもそうなんだろうと思いますが、町長にお

願いなんですが、できるだけ早く結論を出していただきまして、３サイズの袋をぜひ

早めに作っていただきたいことをお願いいたします。 

 生ごみの袋の販売は、筑前町は２０枚単位でされてるんですが、１０枚単位で販売

してほしいという住民の要望もございます。やっぱり周辺自治体、課長も調査してい

ただいたと思いますが、１０枚単位がほとんどでございます。高齢社会で年金生活に

なります。また、サラリーマン世帯が筑前町は多ございます。そうしますと年金支給

日の前日とか給料日前の前日、世帯にとってはですね、大きいのが１千円、小でも６

００円、これは結構負担感があると聞きます。生活者の目線に立てばですね、やはり

負担感があるわけなんです。これが半額、半分になれば５００円なり３００円、そし

てさらに小型化されたごみ袋を作ってくだされば、たぶん２００円以下ぐらいで購入

ができるんじゃないかなと思います。こういう住民の生活を考慮した優しい対応をお

願いしたいなと思います。 

 それとこの筑紫野市の大きいのはですね、０.０４㎜の厚みなんです。うちは０.０

３㎜なんですが、大きいのは０.０４、小さいのは０.０３㎜なんですね、うちと同じ。

だから、そういった厚みもですね、ピリッとすぐ破れるとか、そういうことも言われ

ますので、重ねて検討をお願いしたいと思いますし、もう１つ、このごみ袋に企業広

告を掲載して収入に結び付ける、そういう努力をしてある自治体もございます。そう

いったことも含めまして、前向きなご見解がいただければと思いますが、お願いいた

します。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  １０枚入りのごみ袋販売につきましてはですね、議員がおっしゃいますように、近

隣自治体を調べましたところ、多くあるようでございます。それぞれにですね、１０

枚になった経緯等をお伺いしましたが、単に昔から１０枚入りで販売しているところ
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がほとんどでございまして、元々２０枚からそれを１０枚に減らしたというようなと

ころはございませんでした。 

 本町と朝倉市は昔から２０枚入りで販売を行っております。近年は２４時間コンビ

ニエンスストア、こちらでも購入できることから、昔と違って、まとめ買いが不用に

なってきています。それは１つ考えられるというふうに思います。できる限りですね、

先ほどのごみ袋サイズ変更も同じですが、住民ニーズに応えなければならないという

ふうには思っております。 

 しかしながら、今の２０枚入りを１０枚入りに変更しますと、小包装用のプラ袋を

ですね、１０枚に仕分けする分、これが２倍になってまいります。ごみ減量化に逆行

する点と、あとこれで製作コストも変わってくるのかなということで、これも考慮す

る必要がございますので、こちらにつきましてもですね、厚みそしてサイズ変更と合

わせまして十分な協議検討を行いまして、予算計画を立てていきたいというふうに考

えるところでございます。 

 あと企業をごみ袋に載せてはどうかということのご質問でございますけど、実はこ

れ、４、５年前に一度そういう募集をかけた経緯がございます。その際には、やはり

ごみ袋に企業名を載せて、結局は燃やすということで、ちょっとイメージがあまりよ

ろしくないということでですね、手を挙げられる企業がいなかったというのが実態で

す。それから４、５年経つので、また企業のほうもですね、考えが変わっているとこ

ろもあるかとは思いますが、そういったところは、また調査のほうをさせていただい

てですね、取り組みのほうは考えたいというふうに思います。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  ご検討をよろしくお願いしたいと思うんですが、企業広告の件なんですが、これは

筑紫野市でロール式でしてあります。筑紫野市は企業広告はないんですが、那珂川町

はですね、このロールの部分に企業広告が載っております。だから、そういうふうな

考え方もできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ検討をお願いしたいと思いま

す。 

 筑前町のサン・ポート負担金は、２８年度決算で約４億１,５７０万というふうにな

っております。これは本当に町民の皆様の税金でございます。三輪小学校４年生の発

表にありましたように、「混ぜればごみ、分ければ資源」、このことを強く意識し、さ

らなるごみ減量にお互いに取り組んでいかなければいけないなというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、健康推進施策についてでございます。 

 胃のＡＢＣリスクの検査の導入をお願いしたいと思って質問させていただきます。 

 担当課におかれましては、特定健診、がん検診をはじめ予防接種など、住民の健康

増進にあらゆる施策を講じて、たいへん努力いただいていますことは、本当に評価い

たしております。にもかかわらず、健診受診率が向上しないことは、たいへん残念で

ございます。早期発見、早期治療は医療費抑制に繋がりますし、何よりも自分の健康

を維持することになります。多くの住民が積極的に健診を受けていただきたいことを

願います。 

 ところで胃がん検診についてですが、現在４０歳以上の方が胃がん検診の対象にな

っておりますが、４０歳以上の人口と受診者数、そして年間何回この胃がん検診が行

われているのかを、お尋ねしたいと思います。 

 ２８年度実績の受診率は１４.８％になっておりますが、１４.８％、この受診率で

は、なんかピンとこないわけなんですね。だから、４０歳以上の人口に対して何人の

方が受診されたのかということをお伺いいたします。 

 議  長  健康課長 
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 健康課長  お答えしたいと思います。 

 まず４０歳以上の人口ということですので、直近でいきますと、２９年の１１月末

現在が発表されておりますので、全人口２９,６８２人中１８,０２１人の方というこ

とで、全体の割合からすれば約６割の方が４０歳以上になります。 

 その内、実際４０歳以上の方ががん検診を受診されますけども、統一した、先ほど

梅田議員が言われましたように、主要施策のほうでのパーセンテージは先ほど言われ

たとおりでございますけども、実際、国、厚生労働省がですね、まとめた分は最新の

分で、２６年度分で発表されております。その分でいきますと、４０歳から６９歳の

受診率からいきますと、全国平均が９.３％でございます。県平均が７.２％、うち筑

前町は２２.１％ということで、全国、県からすれば比較的高い割合での受診をしてい

ただいているという状況にもなっておりますが、国が示しております受診率５０％の

目標達成には、まだまだ遠いという状況で、これは筑前町に限らず全国自治体一番悩

ましい問題を抱えているという状況でもございます。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  ４０歳以上の人口が１万８,０００ですね、約。その中で１４.８％、約１５％の方

たちが受診をされたということで、単純に考えていいわけですか。ですね、はい、分

かりました。 

 質問に入ります。 

 胃のＡＢＣリスク検査におきましては、これまで平成２３年９月、平成２５年６月、

導入を提案させていただきました。胃のＡＢＣリスク検査は将来の胃がんリスクが判

明することにより、予防のための動機付け、そして除菌治療により胃がんを回避でき

ると言われております。特定健診時の血液検査に合わせまして、胃の萎縮度を図るペ

プシノゲン検査とピロリ菌感染有無の検査を行うことで、胃の健康度、胃がん発生リ

スクの有無を知ることができます。 

 現在、検査の評価はＡＢＣＤＥまであるというふうに聞きますが、Ｃ群、Ｄ群の結

果が出た方は病院で内視鏡検査を受けてみようかというふうに、動機付けに繋がると

考えます。そして胃がんの早期発見に繋がります。現在４０歳以上を対象にバリウム

の透視検査が実施されますが、飲料水の衛生的環境が整った中で成長されてきた若い

方はピロリ菌感染はほとんどないように聞きます。 

 ＡＢＣリスク検査でＡ群、Ｂ群は胃がんリスクは少ない、よほど症状がない限り、

その後は、毎年胃のバリウム検査を受ける必要がないとも言われます。ということは、

住民にとっては検査を受ける精神的、肉体的、経済的負担はないと言えますし、行政

もその分の検査費用が削減されると考えますので、費用対効果が期待できるのではな

いかと考えております。特定健診時にぜひ取り入れていただきたいということを再度

申し上げたいと思いますが、ご見解をお伺いいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 胃がんリスク検診、ＡＢＣリスク検診につきましては、議員申されたとおりでござ

います。町の見解としましては、近年、がんの発生リスクを早期に発見できる。議員

言われましたように、検査を受ける負担の軽減などの利点はございます。県内でも導

入市町村が増加している状況でもございます。 

 しかしながら、ピロリ菌の感染が胃がんのリスクであることは科学的に証明されて

おりますけども、ピロリ菌の除菌が胃がん発症予防に有効であるかどうかについて

は、まだ明らかにされていない状況でもございます。 

 また厚生労働省の指針であります、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため

の指針というのがございますが、この中に胃がんリスク検診、ＡＢＣ検診は指針とし
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て示されておりません。胃部Ｘ線検査、バリウム検査または内視鏡精密検査、胃カメ

ラ検査でございますけども、いずれかで検診するという指針になっております。 

 このことからも検診につきましては一般財源化されておりますので、健康増進法に

基づいた指針に示されていない胃がんリスク検診は、地方交付税措置対象外にもなっ

ているような状況でございます。市町村におきましては、健康増進法に基づきまして、

がん検診の実施に努めなければならないという規定をされております。本町のがん検

診はこの健康増進法により、住民の方々の健康増進に資する目的を持って、国の定め

たとおりに実施しております。 

 このことからも追加検査とならざるを得ませんので、費用負担も増加いたします。

その財源は交付税対象外ですので、税等の一般財源を充てることになりまして、経常

経費増加している中での一般財源の使い方には慎重に検討を課さなければならない

と思っております。 

 先ほど申しましたように、リスクはございますので、町としましても交付税対象外

でございますけども、町の負担が大きくならない、より費用対効果が高まるなど、住

民のより良い検診となるよう、これからもＡＢＣリスク検診につきましての情報、そ

れから国の動向などを注意深く見守りながら、引き続き研究、検討を続けていきたい

というふうに思っております。以上です。 

 議  長  梅田議員 

 梅田議員  厚労省の指針にはないわけでございますが、自治体によりますと、導入する自治体

が増えております。久留米市は４０歳、４６歳、５１歳を対象に５００円で、また、

検査を希望する住民に半額で実施している自治体、またオプションで実施している自

治体など様々でございます。先日、志免町では９月の健康推進講演会開催と同時に、

住民にリスク検査を募集したところ、定員１１０名で募集されたそうですが、もうそ

れを超える応募があったということを聞いております。 

 現在、胃がん検診、バリウム検査なんですが、バリウムを飲む負担、撮影時ぐるぐ

る、ぐるぐる体が回る負担を嫌がる住民がおられます。気持ちとしては誰でも極力病

院に行きたくないという気持ちがありますが、こういうＡＢＣリスク検査でＣ群、Ｄ

群結果が出れば、もう少しちゃんと調べてもらおうかなという気持ちにもなります。

早期発見、早期治療に繋がりますと、医療費抑制に繋がります。 

 課長、今後、研究検討をしっかりしていく旨のことを回答されましたので、早い導

入を私は期待いたしますが、しっかり研究していただきたいと思います。期待をいた

しまして、質問を終わります。 

 議  長  これで１２番 梅田美代子議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をいたします。 

 午後１時より再開します。 

（１１：３３） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

 議  長  ５番 奥村忠義議員 

 奥村議員  通告書に基づき、順次質問いたします。 

 それでは、早速、質問に入らせていただきます。 

 地域コミュニティについての件でございますが、中牟田校区にモデル事業としてコ

ミュニティセンターを建設してはいかがか、といった質問の内容でございますが、災

害時の避難所をコミュニティセンターに開設してはどうかといった観点から、お尋ね
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します。 

 この件に関しましては、町民の方々からよく耳にするのが、災害時の避難所が遠い、

もっと近くにあれば助かる。また、そこに知り合いや顔見知った人がいれば安心でき

る。隣近所と誘い合って行けるといった声をよく耳にします。今後、さらに高齢者の

一人住まいが予想される中、こういった声をどのように捉えてあるのかを、お尋ねし

たします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 コミュニティセンターの件もございますので、私のほうから回答させていただきま

す。 

 災害時の避難所につきましては、町の防災計画に基づき自主避難所としてコスモ

ス、めくばーるが運用されております。また緊急避難の際の緊急避難所としては、中

牟田校区については中牟田小学校体育館を指定をしておるところでございます。ま

た、避難の際に支援が必要な方については、民生委員など地域の方たちとの協力を得

ながら、避難をしたいただく枠組みを作っているところでございます。 

 校区にコミュニティセンターを建設し、避難所として活用できないか、それが利便

性が上がるのではないかというご質問でございますけれども、現行では先ほど申し上

げた施設についてご利用いただきたいというふうに考えておるところでございます。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  それでは、次に入らせていただきます。 

 災害時の避難所までの交通手段がない方への送迎が必要と考えるが、９月に行った

議員と区長さんとの意見交換会で出ておりました。避難所まで歩いて毛布などは持っ

て行けない。また、自分１人で行くのがやっとだと。そういった意見も出ていました。 

 まず、このような方々が避難所に行きやすくするためにも、今、課長の答えにもあ

りました民生委員の方々の手助け、区長さんの手助けは確かに必要かとも思います

が、そのためにも地域での協力を得やすくするためにも、コミュニティセンターが校

区にあれば、皆さん助かるのじゃないかなと思っている方がたくさんいらっしゃるの

ではないでしょうか。なおかつ高齢者の一人暮らし、体に不自由のある方等は、少し

でも近くに避難所があれば、もっと助かるのではないでしょうか。 

 以前は想定外と言われた災害も、今では年に何度か、当たり前のように日本国中で

起きています。身近なところでは皆さんご存じのように、朝倉市、東峰村で７月５日

に起きた豪雨災害もしかりです。 

 そこで今、冒頭の中牟田校区にコミュニティセンターをモデル事業として建設でき

ないかといった件でございますが、今、中牟田町区では公民館の建て替えを計画され

ております。何故に中牟田町区かと申しますと、小学校の近くにあって、地域住民の

方々が防災意識が高いのと、そのこと以外にも夏休みには週に３日、近隣の児童を集

めて学習会を開催していらっしゃいます。その学習会を校区全体に広げていきたいと

いった熱い思いももっておられます。また、こども食堂ほとめきの実施、助け合う会

どこでんいく隊など、多岐にわたってボランティア活動が充実しています。 

 なお中牟田小学校ではアフタースクールのモデル校にもなっています。このアフタ

ースクールもコミュニティセンターで行えば、地域住民の方々の協力がもっともっと

得られるのではないでしょうか。校区の区長さんを先頭に、コミュニティセンターを

区で管理していただき、地域の活性化にさらに拍車をかけることで、筑前町全体の先

進地になり得るのではないでしょうか。 

 昨日、山本一洋議員の質問に対して、議論が必要であるとか、方向性を協議してい

きたいと町長はおっしゃいました。私は協議するのであれば、今の中牟田校区がとい
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うか、町区と言ったらいいのか、これが最適ではないかと考えるところであります。

このことについて町長は、どのような意見をお持ちでしょうか、お尋ねします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まずですね、災害時には身近なところで避難所を確保するというのは、最重要であ

ることは、今回の朝倉市の事例、他の被災地から学ぶところであります。そのために

うちの町は行政区がしっかりしているから、それぞれに公民館が身近なところにござ

います。あるいは歩いて行けないような行政区内であれば、２つの公民館を有してい

る地区もございます。そういった意味からも公民館の活用というのは、災害時の第一

番の避難場所ではないかと思っております。 

 その次にはどうしてもですね、体制が必要でありますので、やっぱり学校なり、コ

スモスなり、そういったところに移動しないとですね、応援体制がですね、対応でき

ないのではなかろうかと。この間の朝倉市を見て来ましてですね、そのように感じた

ところであります。 

 まず１次避難は近くのところに避難されました。その次はやっぱり学校の体育館で

ありました。そして杷木のですね、あそこのセンターのほうに避難して、それぞれの

ボランティア等が支援していくと。こういった形を勉強させていただきましたので、

まずは全町的に集落の公民館、それが身近であるし、地域の人が分かっとるし、その

避難しなければならない人だって場所が分かってるし、そのことが一番ではなかろう

かと、この間の朝倉の被害を見て思ったところであります。 

 それと様々に今、意見をいただいております。小学校区でつくれという意見もあり

ますし、今のような意見は、どうも行政区というか行政区を中心にというような話も

あるようでございます。様々に意見がございますので、その辺もまた検討研究が必要

だろうと、そのように感じるところであります。以上です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  今、検討研究が必要であると、そういうお答えをいただきましたが、それでは次に

入って、またこのことについて述べたいと思います。 

 これに関連してではございますが、地域の子どもは地域で育てるといった観点から

も、高齢者と子どもが集える場所があってもいいのではないかと感じます。このこと

については先ほど述べました夏休みの週３日の学習会を、中牟田町区だけでなく中牟

田校区全体に広げたい。こども食堂も週１回以上は開催してほしいといった申し出も

ございました。そうするためにも、また、そういう設備を設けるためにも、屋外では

グラウンドゴルフやバドミントン、ドッヂボールなど、屋内では将棋、囲碁、または

卓球などの軽スポーツを高齢者と子どもたちがゲームをやることによって、高齢者の

健康増進にも繋がっていくのではないかと考えられる部分も多々あると思います。 

 また、子どもにとっても顔見知りの方が増えることで、登下校時の見守りにもなり、

不審者と遭遇した際に、逃げ込める場所や何かしらのアクシデントが起きた際に、助

けを求められる人が近くにいる、こういった効果も得られると考えられますが、この

ことについてはどういう考えをお持ちでしょうか、お尋ねします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 議員がおっしゃったように、中牟田校区におかれましては地域で子どもたちを育て

ようとする取り組み、こども食堂とかご紹介がありましたけれども、そういった取り

組みが活発に行われております。今後も世代間の交流促進などの課題解決に向けて、

コミュニティ活動の必要性がですね、機運が高まっていけば、それはやっぱりコミュ

ニティの必要だということになっていくんだろうというふうに思っております。 
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 先ほどからの町長の答弁もございますし、この間の議会の一般質問のやり取りもあ

りますように、コミュニティについての議論、それから方向性をですね、現在始めて

いきたいということで、答弁をさせていただいておりますので、コミュニティに向け

た検討や地域との協議についても行っていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  今、言われました地域との協議とか、そういう方向性に向けての検討、これは具体

的にですね、どういった今後のやり方というか、そういう方法で行かれるのかを、ち

ょっと分かったら教えてください。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  現状での把握をしなければならないと思いますので、まずは各区の行政区の方、あ

るいは地域の中で区を超えての交流や取り組みをなさっている方たちとですね、情報

交換をやらせていただいて、現状とそれから課題、それから今までやってきたことの

成果についてですね、踏まえてコミュニティの推進について、お互いに検討していき

たいというふうに思っております。 

 時期的な明示はこの場では申し上げられませんけれども、協議については進めてい

きたいというふうに思っております。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  そのことについてでございますが、一番身近と言えば、もう区長会だと思うんです

が、区長会とかを通じて、そういうことを行われるお考えがおありということで、そ

ういうふうにとってよろしいんでしょうか。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 どういった形での協議については、検討させていただきたいと思いますので、その

ことについては、もうしばらくお時間をいただきたいと思います。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  この件につきましては、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、私、中牟田校区のほうでも働きかけを行っていきますので、またいろいろ校

区の方のほうからですね、相談にあがられるかと思います。その節はよろしくお願い

いたします。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 次のこども支援についてでございますが、アフタースクールが発足して２カ月が経

過しております。成果はどのような形で表れているのか、また課題としてはどんなも

のが上がっているのか、将来的にどういうところをどのようにしたいのか、そういう

ところをお尋ねいたします。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 まず、中牟田小学校アフタースクールの内容について、少し説明をしたいと思いま

す。 

 ９月５日から毎週火曜、木曜日の週２日の活動を、１６時から１７時まで、学校の

多目的室や教室それから体育館等で行っております。１週目は体験活動、２週目は学

習支援を行い、以後、その繰り返しで行っております。１１月末現在４１名の児童が

参加をしているところでございます。 

 さて、この事業の成果ということでございますが、事業開始後３カ月しか経過して

おりませんので、事業の目的に対して客観的にしか判断できませんが、この事業の目

的は、放課後の時間を活用して、学習支援や多様な体験活動を提供することにより、
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児童の居場所づくり及び自立的かつ主体的な学びに寄与し、次世代を担う人材を育成

することを目的としておるところでございます。 

 また、この事業を実施するにあたって、学校と地域が連携して、地域の人材の協力

を得て、学習支援、体験活動を行うことが必要でございます。 

 当初、児童の募集人数は３０名でございましたが、先ほど報告しましたように、４

１名の児童が参加しております。このことは保護者のニーズに応えて、子どもたちの

放課後の居場所づくりができているということで、１つの成果だと考えております。 

 また、先ほど、この事業を実施するには地域の方の協力が必要と申し上げましたが、

学習支援につきましては、当初５名のボランティアでスタートいたしましたが、現在

はネットワークの広がりによりまして、１２名の方から支援をいただいているところ

でございます。これも１つの成果だと考えております。また、体験活動についても、

地域の方、数名の協力があっているところでございます。 

 一方、課題といたしましては、この事業は現在、生涯学習課、教育課が主体で行っ

ておりますが、今後このアフタースクールが順調に運営できるよう、地域コーディネ

ーターを中心に地域ボランティア主体の運営体制を構築することが、課題だというふ

うに考えております。 

 また、今後、年度末ぐらいに、保護者、児童、支援ボランティアに対してアンケー

トを取り、成果と課題について分析をしたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  順調にいっておるみたいで、ほんとうれしい限りではございます。 

 また、このことについて、次の将来的な計画はどのように考えてあるのか。残り３

つの小学校、どこから、また次にやられるとしたらどういう順番でいかれるのかを、

お尋ねいたします。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 本年度モデル的に中牟田小学校で、学び体験の場の提供としてアフタースクールを

実施しております。中牟田小学校アフタースクールについては、今後も地域コーディ

ネーターを中心にボランティアと連携して運営体制、内容の充実を図りたいと考えて

おります。また、体験活動につきましては、子どもたちの要望に沿ったこともボラン

ティアに依頼して実施する予定でございます。 

 それから、またですね、現在、各学校で実施しております放課後学習に対して、地

域人材の拡充と学校への支援の充実、教職員の負担軽減を目的に、教育課と連携を図

りながら、国の補助事業等を活用した施策の実施に向けて検討しておるところでござ

います。その際、地域ボランティアを募集、確保して、放課後の学びの場の支援がで

きないかを検討しているところでございます。以上でございます。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  残りの３つ、東小田、三輪小、三並小、これでいつ頃から大体、計画はどのように

なっているか、お尋ねします。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 来年度からの実施の予定でございます。 

 議  長  順番はということですかね。 

教育長 

 教 育 長  今、来年度から実施ということでですね、生涯学習課長が申し上げましたけれども、

来年度か実施できるようにですね、今、準備を進めておる段階でございますので、ま
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た正式に実施するということで、その場合には新年度予算にですね、計上して、お諮

りをしたいと思います。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  ３つの小学校一緒にスタートするということですか、残り。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  まだ予算の査定が終わっておりませんので、具体的なことはちょっと申し上げられ

ない。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  予算のこともございますから、来年のことははっきり申し上げられないということ

でございましたが、成果が出ているのであればですね、できるだけ早く３つ同時にス

タートしてほしいなと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 安心・安全な学校についての件でございますが、夜須中、三輪中の散水栓の設置の

件でございますが、９月議会の折に山本久矢議員が質問された際に、夜須中、三輪中

の両中学校には散水栓は設置していると答弁がありました。でも、私が調査したとこ

ろによれば、夜須中学校では、ソフト部のグラウンドの横に家庭用の水まき程度のも

のがあるだけで、実際には何の役にも立ってないと、利用価値がないとの、そういう

調査の結果が返ってきました。 

 また三輪中では、この散水栓は、十分に設置されて役に立っておるのでしょうか、

それをお尋ねします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 散水栓につきましては、夜須中学校、三輪中学校ともに、グラウンドに２カ所設置、

整備をしているところです。 

 三輪中学校におきましては、活用については、体育祭の練習時などに、埃防止のた

めに利用しているという状況であります。以上です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  今、お答えになりました２カ所設置というのは、実際夜須中ではまた別に１カ所設

置してあるということですか。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  １カ所はグラウンドに、もう１カ所はテニスコート付近に設置しております。以上

です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  確かにソフト部のグラウンドのところはほんと家庭用の水まき適度で、炎天下では

ですね、まいてもちょっと、振り返ればもう反対側は乾いているような、その程度の

散水栓でございます。そして、またテニス部の散水栓はどの程度なのか、私はまだ見

ておりませんので分かりませんが、本当に必要なのはですね、やっぱり体育祭の練習

とか、あそこに陸上部、野球部がございます。風に舞った砂埃等で、９月議会で山本

久矢議員のほうから、いろんな有害物質等の説明がございましたので省きますが、健

康管理面から考えてですね、やっぱり今、本当に気管支を患っている、気管支に何か

障害と言ったら語弊がありますけれども、そういう方が多ございます。 

その中で、やっぱり健康管理面を考えて、早急な、こういうところにやっぱお金を

かけるべきかなと思います。よろしくお願いいたしまして、次の質問に入ります。 

 そして、次はですね、いじめの件数に関連した質問でございますが、最近、報道さ

れた福岡県のいじめの件数によりますと、２０１５年度が２,９７４件、２０１６年度

が５,０５０件と２,０００件以上も増えております。年々増加しているいじめの件数
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は、本町の小中学校ではどの程度なのか、できましたら学校別で教えていただきたい

と思いますが、もし不可能でございましたら、小学校、中学校だけでも別々でもかま

いませんので、その小中学校でどの程度のいじめがあるかを、お尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 いじめの認知件数につきましては、概要及び対応を含め、毎月各学校から報告を求

めております。 

 本年度につきましては、１０月末現在、小中学校ごとではございますが、小学校が

４件、中学校が５件の計９件となっております。 

 いじめの問題対策につきましては、筑前町いじめ防止基本方針を踏まえた未然防

止、早期発見、早期対策の３点から取り組んでおります。 

 未然防止につきましては、道徳教育、生徒指導の充実、ネットしない宣言の推進を

通して、いじめを許さない心や友の心を推し量る心の醸成、いじめを解決する行動力

を身に付ける指導に努めております。 

 早期発見につきましては、まず教職員のいじめを感知する感覚の向上を踏まえ、毎

月実施しておりますアンケートや教育相談を通じて、いじめやいじめの兆候の把握に

努めております。 

 早期対応につきましては、校長を中心とした組織的対応及び当該児童生徒の心のケ

ア、保護者との密接な連携を図るよう努めております。以上です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  今、対策とかについても説明をいただきました。ただ、いじめを完全になくす、ゼ

ロにするというのは、たぶんないことだと思います。難しいと思います。 

 でも、子どもたちのためにもですね、限りなくゼロに近づけることをお願いしまし

て、次の質問に入ります。 

 ③番でございます。月に１０日以上欠席している児童生徒の数は把握しているの

か、でございますが、不登校の定義や年間３０日以上欠席した児童生徒を表すとなっ

ています。 

 こうなっていますが、この不登校には病気や経済的理由によるものは入っていませ

ん。病気や経済的理由によるものも入れたら、月に１０日以上欠席している児童生徒

はどの程度になるのでしょうか。よければ登校拒否の子どもと分けて、病気や経済的

理由に分けて教えてください。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 教育委員会としましては、月に１０日以上欠席している児童生徒の把握は行っては

おりません。しかし、３０日以上欠席している児童生徒については、毎月の学校から

の報告に基づき把握をしております。 

 現在、１０月末現在で不登校の状況として認知し、３０日以上欠席している児童生

徒は、小学生２名、中学生１４名、計１６名となっております。 

 また、病気や経済的理由による長期欠席者につきましては、本年度は、該当はあり

ません。以上です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  分かりました。福岡県下の平均から見るとずっと少ないようでございますが、でき

るだけですね、やっぱこういう不登校をなくすような努力をしていただきたいと思い

ます。 

 それでは、次の４番の、要保護・準要保護の児童生徒数ですが、３年ほど前の調査

では要保護が２８人、準要保護が２８４人ということをお聞きしております。今、現
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在の数をお尋ねいたします。 

 また家庭において、普通に三度の食事がとれていないというか、栄養が十分取れて

いない子どもの実態を把握してあったら、このことについてもお尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 要保護・準要保護の児童生徒数につきましては、１０月１日現在で要保護が１８名、

準要保護が２８３名となっております。 

 家庭で十分に食事がとれていない子どもの実態については、日ごろの児童生徒の様

子を観察し、家庭環境の情報をもとに必要に応じて家庭訪問等を行い、実態の把握に

努めておるところです。また、スクールソーシャルワーカーやこども未来センターと

も情報を共有し、連携を図っております。以上です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  家庭訪問されても、その実態が把握できないということですか。そのことについて

お尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  学校におきましては、学校に登校された子どもたちの様子やその他の情報をもと

に、注意深く観察をしているところですけれども、家庭で３食を食べているかという

調査等は、数字的なものは行っておりませんので、日々の様子を見、家庭訪問等を行

いながら、実態の把握に努めているという状況にあります。以上です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  次の⑤番にも関連してまいりますので、そこでまたお尋ねしたいと思います。 

 夏休み等、三期間の児童生徒の食事面での把握、また家庭環境の把握、保護者の心

因性の実態等把握してあれば教えてください。 

 現実に夏休みが終わって、２学期の始業式の日には、げっそりとやせ細って登校し

て来る子どもがいるとも聞いております。そういった子どもたちになにがしかの救い

の手を差し伸べてあるならば、どのような形で、どういった形で救済してあるのか、

お尋ねいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 夏休み三期間中の生活の実態の把握ということですけれども、こども未来センター

では、夏休み等長期の休暇の前に、家庭相談員のほうが各学校を回ったり、保育所、

幼稚園とかもそうですけれども、巡回をしながら、気になる子どもさんに対する対応

について、連携して把握をしております。 

 その中で、こども未来センターのほうで把握しております要保護と言いますか、虐

待の可能性であるとか、育児不安があるとか、また継続的に家族の状態、子どもの状

態を見ているケースが６０数件ございます。そのケースの食事状態に関しましても、

随時個別に状況を把握しながら対応をしているところです。 

 小学校とか中学校においては、また学校の状況も把握しながら、個別の対応に努め

ているところです。以上です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  それなりの対応はしてあるということでございますが、できればですね、もっと突

っ込んで、そういう夏休みが終わっても普通に学校に来れるような、そういう子ども

たちをですね、どうにかしてあげてほしいと思います。 

 そこで町長にお尋ねします。 

 今のこども課長の答弁以外にですね、この筑前町の子どもたちが、いつも健康で朗

らかでいられると、そういう何か手立てとか考えがあったら、町長、何かございまし
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たらお尋ねします。 

 議  長  町長 

 町  長  すべての施策がですね、やはり子どもたちの健やかな健康、学習環境、それぞれの

分野で努力しているところでございます。限られた予算でありますけれども、アフタ

ースクールにしろ、それから生涯学習にしろ、スポーツ少年団にしろ、様々な活動を

展開しながらですね、子どもたちの環境をより良くしていきたいと。昨日も申し上げ

ましたけれども、本当に地域で活躍してほしい、世界に羽ばたいてほしいと、そうい

った思いで限られた人材、限られた財源、と同時に住民の方々の力を得ながらですね、

これは行政でやる分野とか力も限られておりますので、ぜひ地域住民の方々と一緒に

なってやっていきたいと。やっているし、やっていきたいと思っているところでござ

います。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  今の町長の言葉にありましたように、中牟田町区と村区で行っております、こども

食堂ほとめきも１年と３カ月が経過しました。その中に、またどのような家庭環境の

子どもがいるのかも分かりかねておりますが、ただ先日、自分の成長過程において悩

みを抱えている児童の相談に、１人の女性スタッフが親身になって相談に乗ってあげ

ていました。その結果、明るさを取り戻して、普通に生活して、また元気に学校に通

っているという、うれしい話も聞きました。 

 でも、まだまだ、こういう子どもたちは氷山の一角だと思います。どうしても行政

に頼らざるを得ない部分が多々あります。 

 そこで教育長にお尋ねします。 

 本町において、また、そういう家庭環境の子どもたちを少しでも救うために、こど

も食堂は必要だと思うかどうかについて、お尋ねします。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  お答えいたしたいと思います。 

 教育的な側面からお答えをしたいと思います。 

 まず、こども食堂のですね、１年３カ月になられるということで、それから中牟田

の地域でですね、子どもたちをいろんな方面から見守ってあることにですね、敬意を

表したいと思います。 

 私はですね、子どもはダイヤモンドの原石だというふうに思っております。鉱山か

ら掘った原石だと思っております。磨きようによってですね、どんなにでも光り輝く

のかなというふうに常々思っているところでございます。 

 町づくりにおきましては、例えば、自助、共助、公助というのがありますけれども、

人づくり、教育の分野においてはですね、それが家庭教育であり、社会教育であり、

学校教育ではないだろうかというふうに思っておるところでございます。 

 ダイヤモンドはですね、一面を削っても、一面だけがキラキラ輝いてもですね、い

ろんな面から削っていって輝く。そのダイヤモンドを削るためには、ダイヤモンドで

ないと削れないということでございます。人間を磨くには人を磨かないと、人はです

ね、人から人間には成長できないのかなという、そして輝いていくのかなというふう

に、常々思っておるところでございます。 

 それで、人が人を磨くということであればですね、地域の多くの人たちが、その一

人ひとりの子どもにより多く関わっていくことが、いかに大事ではないかというふう

に考える次第です。 

 日ごろですね、中牟田校区の取り組みについては、そういった意味で、たくさんの

人が関わっておられまして、これぞ社会教育のですね、実践ではないかなというふう

に思っておる次第です。 
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 教育委員会といたしましてもですね、教育的な配慮から情報の提供とかをですね、

後方的支援をしながらですね、そういった地域の方々の活躍を、より一層活躍される

ことを期待とお願いをしたいと思っております。 

 そういうことで、答弁に代えさせていただきたいと思います。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  今、教育長のお言葉の中に、ダイヤモンドを磨くにはダイヤモンド、人を磨くには

人という、そういう言葉がございましたが、まず磨くためにもですね、そこから発掘

しなければなりません。だから発掘しないでそのままであれば、どんなに優秀な人材

であっても、それ以上先に進む事はできない。 

 このことについて、そして、また今現在、こども食堂、中牟田町、村でやっており

ますけども、この町、村に、私別に特化してこの質問をしているわけじゃございませ

ん。筑前町、本町全体として、そういう子どもたちのことをどのように捉えてあるの

か。そして、できれば私としましては、行政でやってほしいというのが一番の願いで

ございます。できなければ、どうしても無理だというんであれば、それで仕方ないか

もしれませんが、一度ですね、町長、こういう私どものスタッフの会長をはじめとす

る役員の方々２、３名と、一度、お話の場を設けてもらえないでしょうか。 

 その中での意見を、やる、やらないじゃなくて、どういうふうに、こうできたらい

い、ああできたらいいと、お互いの意見交換でも結構でございますので、そういう場

を設けていただけないでしょうか。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 話しをすることは、私は非常に重要だと思っておりますので、調整しながらですね、

それは結構だと思います。 

 私は、先日は太鼓少年団のですね、発表会に行きました。あるときはスポーツ少年

団に行きましてですね、スポーツ少年団に来ている子が学校には行ってないと。そう

いった子もおりました。だから、様々にいろんな方々がですね、子育てをやっていた

だいているんだなと実感はしております。 

 ただ、私も体は１つでございまして、全てを回ることはできませんけれども、そう

いった方々、数多くおられて、筑前町はやっぱり成り立っているんだなと、行政の力

だって一部なんだなというところも実感するところであります。 

 それに、先ほども話がありましたけれども、ごみ処理の問題、全国でも優秀なほう

のランク付けがされておりますけれども、やはり取り組みはですね、まさに自助、共

助、公助の、私は誇りを持って、自信を持って子どもたち話せる話じゃなかろうかと

思います。自分たちでできることはしっかりやって、そしてそれができないところは、

みんなで寄り合って集めて、そして官が税金を使って運ぶと。そのことによって、そ

れをより活発化されることによって、一般財源も減額することができます。そういっ

たことこそ、まさに理想でありましてですね、自助というものを絶対大事にする。そ

ういった町がやはり今後は、非常に人口減少社会の中では大事なんじゃなかろうかと

思うところであります。 

 ぜひ、それは実現させていただきたいし、話を聞かせていただきたいし、私どもの

考えもですね、話をさせていただきたいと思っております。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  ありがとうございます。 

 ぜひともですね、私、この一般質問を持ち帰りまして、ほとめきのスタッフの方々

と話し合ってみたいと思います。 

 今年も１２月、今度の１６日に豚汁と、子どもたちによって、しめ縄飾りを作りま
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す。そういうこともボランティアの方に来ていただいてですね、教えていただいて、

そういう方向でやっていきます。そのときにでも、その話し合いを、町長からこうい

う話をいただいていることを報告いたしますので、ぜひともよろしくお願いいたしま

して、私の一般質問を終わります。 

 議  長  これで５番 奥村忠義議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をします。 

 １時５５分より再開します。 

（１３：４４） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：５５） 

 議  長  １４番 河内直子議員 

 河内議員  通告に従い、順次質問をさせていただきます。 

 大きく２点、子どもたちを取り巻く問題について、暮らしを守る取り組みについて、

お尋ねをいたします。 

 まず、初めに子どもたちを取り巻く問題について、待機児童の解消について、４点

ほどお尋ねをいたします。 

 昨年２０１６年新語流行語大賞のトップ１０に「保育園落ちた日本死ね」が選ばれ

ました。しかし、待機児童問題は、昨年、突然に始まったことではありません。 

 遡れば政府は、２００１年に待機児童の解消を目指して、待機児童ゼロ作戦２００

２年から２００４年を、その後も新待機児童ゼロ作戦を２００８年に打ち出してお

り、１０年以上前から重要な政治課題だったことが分かります。 

 しかし、これまでの政府の待機児童対策は、残念ながら保護者が願う認可保育所整

備ではなく、既存施設への定員超過入所や保育所設置主体の制限撤廃、企業参入容認

など、規制緩和や最低基準の弾力化、民間活用と称する保育の市場化などが中心でし

た。これらは共働き世帯の増加、若年層の貧困化などの問題ともリンクした保育需要

の増大に十分対応できるものではなく、待機児童問題の解決はされなかったのです。 

 筑前町では今年４月に、あさひ保育園が新たに開設され、待機児童の解消に向け、

努力をされていることは、たいへん評価できますし、感謝申し上げます。しかし、そ

れでもまだ待機児童ゼロには至っていないということです。 

 そこでお尋ねしますが、待機児童の現在の状況はどうなっているのか、年齢別に分

かったらお願いいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 今年度、初めて発生いたしました筑前町での待機児童の状況についてですが、１１

月末時点で、待機児童は３９名となっております。 

 年齢別を申し上げますと、０歳児で３８人、３歳児が１名です。この３歳児につい

ては、０歳児の兄弟児でありまして、同時入所を希望している方です。年齢別では以

上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  ありがとうございました。 

 ０歳児、乳児が入れないということで、困ってあるという実態が分かったと思いま

す。 

 国は一昨年、２０１５年４月から保育制度を改変し、介護保険制度をモデルに、支

給認定と給付を基本とした子ども・子育て支援制度をスタートさせました。 
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 これまでは認可外施設の扱いであった小規模保育所、６人から１９人や事業所内保

育所などが、新制度では地域型保育事業として、市町村の認可、確認を受ければ制度

に組み込まれ、市町村による支給認定を受けた利用者が、これらの施設や事業を利用

した場合は、利用料の補助として給付を受けることができるようになりましたが、併

せて、これら施設利用者は、待機児童からは除外されることになりました。 

 新制度の実施を前に、国が改めて示した待機児童の定義では、地方単独事業を利用

している者、特定の保育園のみ希望している者、求職活動を休止している者、育児休

業中の者、これは市町村の判断によります。などは、待機児童から除くとしています。 

 そのため、例えば保育所に入れなくて、やむなく育児休業を延長した場合、認可保

育所以外の認証保育所等に空きがあっても、そこに入所しなかった場合などは、待機

児童にカウントされないという事態が生じています。これら、いわゆる隠れ待機児童

の数は、先ほどの答弁の中、３９名の数に含まれているのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 待機児童の状況について、お答えをいたします。 

 保護者が勤務する託児所等に預けている方が３９名中９名です。また求職活動、仕

事を探すという活動を休止して在宅で見ておられる。または勤務先で、以前、働いて

いたところでの勤務を休みながら、育児休業ではないけれども、お家で見てある方が

９名です。それから同居家族や親族、おじいちゃん、おばあちゃんや親族の方に子ど

もを見てもらいながら、復職をされている方、自営業も含めまして６名となっていま

す。また、育児休業とその延長をしながらという方が１９名です。１９名中延長の、

育児休業の延長をされている方が１１名となっています。 

 それから、特定の保育園のみを希望している方というのが、３９名中２４名おられ

まして、６１.５％です。その理由としましては、兄弟の上の子が入所している保育園

のみを希望しているという方があたります。 

 兄弟児の上のお子さんが入所している保育所のみを希望している人が、２４名中の

１４名、５８％の方がそういう状況になっています。 

 残りの方々は、職場に近いとか家に近いということで、その保育所だけを希望され

ているという状況です。 

 よって、先ほどの待機児童の３９名は、これらの理由をすべて含みまして、筑前町

の保育所入所を希望し、入所を待っている方全員の人数ということです。以上です。 

 河内議員 

  

 育児休業中の保護者の子どもも入っているということですか。 

 これを待機児童とするかしないかは、自治体の判断によるとなっていますが、これ

をカウントするかしないかで、待機児童の数が大きく違ってくると思うんですが、育

児休業中の保護者の子どもさんも入って３９ということですか。 

 本来、認可保育所での保育を必要としている待機児童がどれくらいいるのか、検証

が必要ではないかと思います。 

 次に、町内の各保育所、各保育園の受け入れ体制について、お尋ねをいたします。 

 待機児童の中心は０、２歳の乳児で、全体の８割を占めている。筑前町の場合は９

割、９割５分ですね、と言われています。低年齢児の保育所入所枠は、筑前町でも依

然として十分ではなく、要求に応えられているとは言えません。町内の各保育所、保

育園の受け入れ体制は万全と言えるのか。またそうでないなら、どこに課題があると

考えているのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。  

 受け入れ体制について、お答えをいたしたいと思います。 
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 まず、入所の定員についてでございますが、月平均の入所受入数が、定員の１２０％

までが、国で言う受け入れ可能な基準の目安となっております。町内４つの民間保育

所のうち、２カ所では定員の１２０％の受け入れ状態となっております。その他１カ

所についても定員を超えての入所状況です。 

 また、今年度４月に開所いたしました保育所では、定員に満たない状態ではありま

すが、３歳未満の０歳を含む低年齢のクラスでは、年齢別の定員いっぱいの状況とな

っております。 

 町立の美和みどり保育所につきましては、４年前、平成２５年の４月に民間の保育

所が１園開園となりました。その保育所が１カ所開園になったときに、入所を民間へ

の入所優先としまして、美和みどり保育所定員は１５０名ですけれども、受け入れ体

制を１３０人といたしました。２９年４月、今年度、４月の入所まではその状態で、

待機児童が発生しておりませんでしたけれども、今年度、その後待機児童が出始めま

して、増えていっている状態となっております。現在では美和みどり保育所も１５０

名の受け入れを行っております。 

 しかし０歳児に関しましては、それでも待機が出ている状態で、今後は町内の保育

所へ定員の変更などについて、協力を求めていきたいと思っております。 

 美和みどり保育所では、保育士の確保や休職など、予算の増額を検討する必要があ

りますが、３０年度には１５０名定員として、年度当初から対応していきたいと考え

ております。 

 しかし定員を増やしても、保育士の確保に大きな問題がございます。０歳児では、

基準では園児３人に対し１人の保育士が必要とされており、４歳、５歳児では３０人

に１人の基準と、大きく職員の配置基準が異なっております。町内どの保育所もハロ

ーワークなど保育士募集を常時行っていますが、確保が難しい状態が続いています。 

 待機児童の０歳児の受け入れには、保育の質を低下させないためにも年齢別の入所

定員の基準がありますので、施設の面積基準による入所定員の増員と保育士の確保が

重要課題だと思っております。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  町長にお尋ねします。 

 定員以上に受け入れている保育所について、どのように思われますか。定員１２０

名で２０名オーバー、１２０で１０人オーバー、１３０人で３０人オーバー、それで

も足りなかったら定員を増やして、それ以上に受け入れる。そういうことに対して、

どのようなお考えをお持ちでしょうか。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まず、筑前町もですね、あさひ保育所、建てたときに精一杯の努力をしたんですね、

正直言いまして。あのときに１カ所つくるというのはたいへんな作業がありました

し、財源的な確保も必要でありました。国県が補助をするといえども市町村の負担も

生じてまいります。 

 そういった総合的な予算調整をしながら、朝日の保育園を建設してもらったわけで

すけれども、あの時では、あの時点では待機児童０だったんですね。しかしながら、

あの保育所ができて、わずか１年ちょっとですけれども、もはや増になったと。何か

感覚的にまた、少し変わってきたんだろうとは思っていますけれども。 

 ただ、定員の枠内であればですね、精一杯、今の段階としては受け入れてほしいと

思っております。 

 ただ、それと併せて今、保育士不足なんですね。本当に保育士不足が深刻でありま

して、町の公募でもですね、なかなかうちの応募者も少ない、あるいは辞退が続くと。
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そういった状況でありまして、ぜひ、国策としても、この保育士の待遇改善、民間等

のですね、それをやっていただきたいと思っております。 

 ただ、今の状況からすれば、精一杯、今の施設で保育士を確保していただいて、受

け入れていただきたいというのが、今の、現時点でのですね、より良い対応策だろう

と考えております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  次に、待機児童をなくすための対策について、お尋ねをいたします。 

 昨年、２０１６年３月、国は、待機児童解消緊急対策を公表しました。 

 しかし、施策の中心は小規模保育所の定員基準の緩和や国の職員配置基準以上で保

育する自治体に、国基準並みに基準を引き下げるよう求めるなど、相変わらず規制緩

和中心の施策です。 

 ２０１６年４月から国の配置基準の一部改正による保育所等における必要な保育

士の配置の弾力化が可能になりました。保育士不足を口実に、保育所における保育士

配置要件の弾力化、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を保育士とみなす。国の配置

基準を超える加配人員における保育士以外の配置要件の弾力化です。 

 保育士は国家資格です。が、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭のようなみなし規

定は、他の国家資格である専門職では考えられません。 

 加配人員は子育て支援員。３０時間程度の研修を終了し、都道府県知事が認める者

などを充ててもよいというものです。日本の保育所等の最低基準、職員配置基準や施

設面積基準は、戦後直後に制定されて以来、十分な改善がされておらず、国際的にも

非常に低いレベルです。 

 ところがこの低い基準を待機児童解消を名目に、さらに規制緩和し、子どもの命と

安全を脅かしているのが国の待機児童対策です。一向に減らない悲しい保育事故も、

貧しい基準とそれをさらに緩和する施策の弊害にほかなりません。 

 今問われているのは、子どもたちがどんな環境でどのように育てられるべきか、な

のではないでしょうか。子どもたちが主体的に遊びや生活に取り組める安全な人的、

物的環境こそが子どもの発達を補償します。 

 保育士資格がなくてもいい、庭がなくてもいい、地下室に保育室をなどの効率優先

ではなく、子どもたちが健やかに育つための人的、物的環境基準のあり方を、国際基

準に照らしてどうなのか、検証していく必要があると考えます。 

 待機児童解消のためには、規制緩和、基準の切り下げはやむを得ないと考えている

のか、先ほど町長にもお尋ねしましたが、こども課長にもお尋ねをいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 保育所は、やはり安心して子どもを預けられる環境と保育の質が重要と考えており

ます。定員増への変更は、定員１２０％の体制を続けていくことは、子どもへの影響

であったり、保育士への負担があると認識しています。 

 よって、施設の面積基準による定員増は、筑前町の待機児童対策の１つの重要対策

ではありますけれども、保育内容の低下にならないよう各保育所に要請をしながら、

受け入れ体制についても、各保育所と協議していく必要があると考えております。 

 また、保育士の確保に関しましても、言われますように、保育士の資格のない方な

どの補助金の体制もございますが、保育補助者、保育支援者というのは、やはりその

保育士でないといけない業務もありますけれども、それ以外の部分で補助をしてい

く、支援をしていくという体制のもとでは、そういったことの利用により、保育士の

きちんと子どもとかかわる時間を確保するということには、有用ではないかと考えま

す。以上です。 
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 議  長  河内議員 

 河内議員  先ほど町長の答弁にもありましたけれども、待機児童が解消できない保育所不足に

加えて、保育士不足と保育士不足の要因である保育士の劣悪な処遇の問題もクローズ

アップされています。 

 保育士不足は都市部だけでなく全国共通の切実な問題になっています。地方では、

給与の高い都市部へと人材が流出しているため、新卒の保育士が地元に定着せず、都

市部では量の拡大に保育士確保が追いつきません。保育所を新設しても規程どおりの

保育士が確保できず、子どもの受け入れをできないという話は珍しくありません。 

 ただし、保育士資格者がいないのではなく、資格はあっても保育士として働かない、

保育士のなり手がいないというところに、本質的な問題があるのではないでしょう

か。町内でも保育士資格を持たれた方がたくさんいらっしゃると思いますけれども、

数はつかんでいらっしゃるのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 保育士の状況については、こども課では、まだ把握をしておりません。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  今後、把握していただいてですね、町内保育所で勤務していただけるような方をで

すね、発掘していただきたいと思います。 

 保育士として働かない理由の１つが、給与の低さです。２０１５年の国が定める保

育にかかる費用、いわゆる公定価格では、保育士の賃金、本俸基準額を１９万９,９２

０円としていますが、この額は十数年前とほとんど変わっておらず、全く不十分です。

厚生労働省の賃金構造統計基本調査では、保育士の賃金は全産業の平均賃金より９万

円低いと言われています。 

 ２日前の新聞ですが、これは西日本新聞。待機児童対策２年前倒し、介護士、保育

士賃金上げ。これは、年３千円上げるそうです。これが実現すればいいのですが、３

千円では、９万円上げるためには３０年もかかってしまいます。 

 また、さらにほとんどの保育所では１０時間以上の開所が一般的になっています

が、国の配置基準は、保育時間８時間を前提としており、このような長時間保育に応

じた基準になっていません。 

 新制度では、国は１日１１時間、年間３００日の開所を求めていますが、子どもの

在園時間が長くなる中、国の配置基準で保育をすれば、保育士が手薄になる時間帯が

生じてしまうため、子どもの人数に合わせれば、国の基準以上の保育士を配置せざる

を得なくなります。 

 給与の改善について、一昨昨日
さ き お と と い

の新聞の前に、国は２０１７年度予算において、全

職員に対して２％、月額６,０００円程度の処遇改善に加えて、概ね７年以上の経験者

に月額４万円、概ね３年以上の経験者に月額５,０００円の賃金の上乗せを行うとの報

道がされ、処遇改善が進むような期待がされていますが、３日前の新聞では３,０００

円という報道がなされていました。 

 しかし、この内容を見てみると、これはキャリアアップ研修とセットで、現場を離

れてのキャリアアップ研修の受講が前提であること、月額４万円の配分については、

施設の裁量で、技能、経験を有するその他の職員に配分することができるなど、実効

性に乏しく、確実に処遇改善に繋がるとは言えないのではないでしょうか。 

 小手先の改善ではなく、全産業の平均との差、９万円を埋めるための改善策が求め

られると思います。 

 かつて国は、公立学校の教員不足を解消するために、教育の給与を６年かけて２
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５％アップする人材確保法を制定し、教員を確保しました。国に働きかけをしていく

ことはもちろん、自治体レベルでの処遇改善も必要ではないでしょうか。 

 町長にお尋ねをいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 人材確保法でしょうか。 

 教職員には確かにそういった法律が制定されて、その分で教職員が確保できたとい

う事実は、あることは私も承知しているところであります。 

 河内議員もご存じのように、わが町にとってですね、これ以上、一般財源が、収入

が増になるような見込みが、今、立っておりません。それ以上に交付税等は厳しくな

るんじゃなかろうかというような、財務省、総務省の見解もございます。 

 そういった中で、町の負担をもって、こういった処遇改善を成し得るというのは極

めて厳しいと、そのようにお答えせざるを得ません。 

 その辺は国のほうも、様々に、今、子育て支援についての力を注ぐというような、

今回の政権与党の約束がございますので、その分の応分のですね、財源を地方に回し

ていただく。そのことによって、町の対応もできるかとも思うところでもあります。 

 非常に地方交付税は今、なかなか財務省のほうで、厳しい査定等があっておりまし

てですね、人口減少と併せて、人口１人当たりに対して、基準といたしまして交付税

を交付するわけでありますけれども。人口減少自治体は極めて危機感を持っておりま

す。本町はかろうじて維持はしておりますけれども、将来的には減少でありますし、

一本化算定も７割は保障されておりますけれども、３割は減少で、今後続きます。 

 そういったことを考えると、今のサービスを維持しながら新たなものを取り入れる

とすれば、新たな財源が必要だと。 

 企業誘致も頑張っておりますけれども、そんなに急に増えるものではございませ

ん。そういったことで、国のほうのですね、補助金の増額、国の責任としての増額を

要望していきたいと思います。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  保育士は足りないわけではありません。保育士資格者は毎年４万人近く養成されて

いるのに、劣悪な処遇のため、職業として選ばれなくなっているのです。専門職とし

て、保育士を位置付け直し、専門職に相応しい処遇改善なくして、保育士不足の解消

も待機児童の解消も、保育の質と量の拡充もあり得ないと考えますが、見解と何か対

策は考えているのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 保育士の確保についてですけれども、保育士の業務は専門性の高いものです。保育

にかかわる事務や行事の準備など、多様な保育士業務のうち、その中でも専門性の低

い業務の補助として、先ほども申し上げましたけれども、保育補助者や保育支援者と

いうような、少しでも保育士の負担を減らし、保育士が子どもとの時間を増やし、個

別対応の時間を確保し、保育の質を高め、保育士の離職防止を図るためにも必要と考

えております。 

 各保育所に対し、国の補助制度の活用についても、これは説明をし、準備をしてお

るところです。また、保育士になりたいという方への貸付制度もあり、数件ですが問

い合わせもあっております。また求人についても、ハローワークや県の保育協会の求

人募集及び年度途中でも、継続的に実施していただいている状況です。 

 この他、公共施設に保育士募集のポスターを掲示するなど、地道な活動を継続して

行っていきたいと思っております。以上です。 
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 議  長  河内議員 

 河内議員  保育所入所を求める保護者の状況は多様ですが、保護者は決して入所できればどこ

でもよいなどとは思っていません。多くの保護者は、子どもにとって保育環境や保育

条件が整備され、居住地の近くで就学前まで預けられる施設、つまり市町村が保育の

実施に責任を負い、一定の条件が整っている認可保育所への入所を望んでおり、そう

した保護者の願いに応える、さらなる認可保育所の整備が求められていることを申し

述べ、次に進みます。 

 次に、暮らしを守る取り組みについて、１点目です。 

 国民健康保険広域化について、お尋ねをいたします。 

 国民健康保険の被保険者は、他の医療保険と異なり高齢者の割合が高いため医療費

水準が高く、低所得者が多いため、所得水準が低いという構造的課題を抱えているこ

とは皆さんご承知のとおりです。 

 平成３０年度から国民健康保険を広域化に移行するに伴い、県は国民健康保険事業

費納付金の試算結果を９月末に公表しました。試算結果に基づいて、前回質問時に、

町では秋以降に保険税の試算を行うということでしたが、仮算定値はどうなったの

か、まずお尋ねをいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えします。 

 議員おっしゃるとおり、９月末に県から試算の結果がまいりました。 

 ただし、この試算につきましては、平成２７年度決算ベースに、２９年度に新制度

が施行されたと仮定して、１人当たりの納付金額等が算定されたものでございます。 

 この試算された納付金は保険税額とは異なるもので、国費や県費が全部反映されて

いるものでもございません。 

 今回の試算のポイントにおきましては、制度変更に伴いまして、納付金負担が増加

する市町村には、国費や県費を活用して、負担減となるような激変緩和措置が県内ど

のような状況になるのか、試算ではございますが、各自治体がどの程度の納付額にな

るかなどを確認することがポイントとして上げられます。 

 この試算での本町は、平成２９年度１人当たり納付金試算額が、平成２７年度決算

額ベース、１人当たり納付金より高くなっていることから、激変緩和措置対象自治体

の１つに入っております。 

 ただ、あくまでも平成２７年度決算ベースでの仮計算での試算でございます。平成

３０年度納付金は、平成２８年度決算ベース等を基に、国からの計数等を踏まえて、

改めて算定されますので、今後、この試算の結果等から十分変更があり得るものでも

ございます。 

 したがいまして、本来の平成３０年度納付金につきましては、改めて国から計数等

が、年末ごろに県に示されまして、それを受けて、県から市町村には、年明けの１月

上旬ごろ示されることになっております。 

 納付金算定は平成２８年度決算ベースに算定され、この納付金のほか標準保険料率

も示されます。これを受けて市町村で本格的に算定を行い、予算等に反映することに

なりますので、このときに改めて標準保険料率等を参考に、本町での保険税額等を算

定することになっております。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  先ほど課長の答弁にもありましたように、県の試算では、県内６０自治体のうち負

担が増加する市町村が３４団体、減少する市町村が２６団体とあり、課長言われまし

たように、筑前町も増加する市町村に含まれています。 

 制度変更に伴い、負担が増加する市町村については、国費や県費を活用して、市町
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村負担を緩和することとされていますが、この緩和措置の期間はどのくらいあるの

か、お尋ねをいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 激変緩和措置のことだと承知しておりますけども、現段階での国の方針としまして

は、制度改革施行後３年間の措置となっております。 

 それ以後につきましては、新制度の運用状況を検証の上、改めて自治体と協議する

ことになっておりますので、現段階では先ほど申しましたように、制度改革施行３年

間の措置になっております。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  県の資料によりますと、納付金の財源内訳には、法定外繰入金等が含まれているよ

うです。法定外繰入、繰上充用金については、解消の方向ということだったと思うの

ですが、今後も継続できる見込みはあるのか、また解消ということであれば、その目

途はついてているのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えします。 

 議員ご承知のとおり、平成２８年度は、平成２７年との国保税の引き上げ、交付金

等の確保、一般会計繰入金、医療費削減対策などのこれまでの取り組みによりまして、

実質単年度収支の黒字、累積赤字の減額と大きく好転したことはご承知のことと思い

ます。 

 平成２８年度末、現在で累積赤字が約１億２００万程度になりました。議員質問の、

法定外繰入金につきましては、国の指導も当初から変わっておりまして、標準保険料

率等を参考に算定しつつも、特に平成３０年度、初年度につきましては、国保被保険

者の急激な負担増を回避するため、法定外繰入金等の維持も含め、激変混乱が生じな

いよう対応するよう示されているものでございます。 

 ただし、この方針等が継続して行われるかどうかは、現時点では不明であります。 

 町としましても、法定外繰入金の対応につきましては、１月上旬以降行う保険税算

定、次年度当初予算編成等の中で検討していきたいというふうに考えております。 

 また、累積赤字の解消の目途がついているかという点につきましては、現時点での

平成２９年度決算見込みを立てましたところ、今回の１２月国保特会の補正予算で、

増額補正をお願いしていますとおり、医療費の増が見込まれる中でございます。 

 決算見込み状況は、現段階では赤字解消には厳しいという推測を立てております。

次年度以降も含め、引き続き、赤字解消となるような取り組みをしていきたいという

ふうに思っております。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  このまま、解消に向けていくとすると、今でさえ、高すぎて払えない国民健康保険

税、保険税の引き上げで解消ということになればますます滞納が増え、さらなる赤字

が懸念されます。保険料、保険税を押さえる、これ以上引き上げないという対策は、

何か考えているのか、お尋ねします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 これという即効的な対策はございませんけども、これまで同様に早期発見、早期治

療となるような住民健診に取り組み、医療費抑制に繋げていきたいというふうに思っ

ております。 

 また、平成３０年度から保険者努力制度という、議員ご承知の制度も承知と思いま

すけれども、市町村の努力に応じまして、インセンティブの仕組みとして交付される
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仕組みとなっておりますので、被保険者の健康維持増進、財政運営の健全化に資する

重要な事業の１つとして取り組んで、少しでも保険税の抑制に繋げられればというふ

うに考えております。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  先ほどの課長の答弁の中にもありましたが、県の予定では今後、福岡県国民健康保

険運営協議会の答申を受け、年内を目途に県の方針を決定するとしています。 

 平成３０年度の納付金の算定は、年末の国の確定計数の提示を受け、３０年１月頃

に行うとしています。納付金の算定が行われたら、速やかに町の保険料算定を行い、

結果を早急に議会、町民の皆さんに知らせていただきたいと思いますが、いつ頃にな

るのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 先ほどご回答もいたしました、それと議員のほうからもご質問にありましたよう

に、平成３０年度の納付金につきましては、改めて国から計数等が年末ごろ県に示さ

れ、それを受けて県から市町村には１月上旬ごろ示される予定です。 

 納付金算定につきましては、先ほど申しましたように２８年度決算ベースに算定さ

れ、この納付金のほか、標準料率も示されます。これを受けて市町村で本格的に算定

を行い、予算等に反映することになりますので、当初予算を上程いたします３月議会

においてお示ししたいというふうに思っています。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  いずれにしても国保の基金を打開し、持続可能な保険制度にするためには、国庫支

出金の増額が不可欠だと思います。国庫負担の割合は、制度発足当時は医療費の４

５％と定めていましたが、１９８４年から国庫負担率は低下し続け、現在は２３％程

度にしかすぎません。 

 国費増額に関する町長の見解をお尋ねいたします。 

 議  長  町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まさに国保会計につきましても特別会計なんですね。基本的には独立採算なんで

す。独立採算でできるような国の補助制度、町の財源確保を目標としなければならな

いと考えております。そのことによって、一般会計が圧迫されるわけでありますので、

一般会計が支障をきたします。 

 そういったことからも国のほうに、これは全国自治体共通の課題であります。町村

会あるいは市町村長合同の会議、そういったところで全国的な運動を展開していきた

いと思っております。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  今後も全国市町村長会等に働きかけ、あらゆる機会を通じて国に強く要望していた

だきたいと思います。また、来年度も引き続き保険料軽減のための法定外繰入を行い、

保険税値上げを回避するよう強く要望し、次に進みます。 

 最後に、職員の通勤自動車の任意保険について、お尋ねをいたします。 

 この件につきましては、平成２４年第３回定例会で一度取り上げています。 

 民間企業においては、通勤に使用するバイク、車については任意保険に加入してい

なければ使用を認めないというところも珍しくない。住民サービスに支障をきたさな

いためにも規則で定め、使用制限をかけるべきではという問いに対し、当時の総務課

長は、筑前町では地理的な問題もあり、職員の自家用車通勤が一番多い。今現在、調

査はしていないが、大きな課題として十分研究していくという答弁でした。 

 ５年経ちますが、その後、どういう対応をされてきたのか、お尋ねをいたします。 



 38 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えします。 

 職員の通勤自動車の任意保険の加入状況は、職員が公務に出張する際に、やむを得

ず自分の自家用車を使用する場合には、一定基準以上の任意保険の加入を義務付けて

おります。 

 公務出張に使用する自動車の登録申請書、２９年度４月１日に要領と様式を改正し

まして、提出いただく際には任意保険の写し、自賠責の写し等を取りまして、それを

確認しているところでございます。内容をですね。 

 この内容を確認する上では、職員の概ね１００％は任意保険に加入していると思っ

ております。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  公務に自家用車を使用する場合でなくて、庁舎に仕事に来る自動車の任意保険につ

いての調査はされたんでしょうか。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えします。 

 ほぼ全員の職員の方が、何らかの形で出張中に自分の車を使うのではないかと思わ

れるということで、ほぼ全員提出していただいているところです。以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  ほぼ全員ということは、出されていない方もいらっしゃるということだろうと思う

んですが、その方については調査されましたか。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えします。 

 通勤で自家用車を使用されてない方については、提出は不要という形で取り扱って

おりますので、そういった方たちとか、からの提出はいただいておりません。以上で

す。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  現代の車社会の日本において、いくら細心の注意を払っていても、いつ何時交通事

故に遭うということも珍しくありません。万が一交通事故に遭った場合、被害者も加

害者も、今までの平穏な生活が一変し、悲惨な状況に陥ってしまいます。 

 交通事故の損害賠償額もたいへん高額になっており、自賠責保険では到底償いきれ

ず、保険会社の多くは人身事故も物損事故も無制限に保障するというのが当たり前に

なりつつあります。 

 金銭面ではもちろん、間に保険会社が入ることによって、事故にかかわる時間的制

限も緩和されます。今後とも年１回の点検をよろしくお願いを申し上げ、私の質問を

終わります。 

 議  長  これで１４番 河内直子議員の一般質問を終結します。 

 これにて一般質問を終結します。 

 散  会  

 議  長  本日は、これにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

（１４：４０） 

 


